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(単位：千円）

資産の部

Ⅰ 固定資産

1 有形固定資産

土地 14,200,000

建物 19,975,663

減価償却累計額 △ 11,320,913 8,654,749

構築物 147,643

減価償却累計額 △ 72,575 75,068

機械装置 20,409

減価償却累計額 △ 20,409 0

13,367

減価償却累計額 △ 13,367 0

工具器具備品 18,712,039

減価償却累計額 △ 16,177,689 2,534,349

建設仮勘定 29,832

図書 39,081

有形固定資産　合計 25,533,081

2 無形固定資産

特許権 151,321

特許権仮勘定 61,342

商標権 4,101

意匠権 3,867

電話加入権 680

ソフトウェア 459,326

無形固定資産　合計 680,639

3 投資その他の資産

敷金・保証金 151,065

退職給付引当金見返（注） 2,165,282

投資その他の資産　合計 2,316,348

固定資産　合計 28,530,069

Ⅱ 流動資産

1 現金及び預金 4,388,205

2 未収入金 292,206

3 棚卸資産 40,643

4 37

5 前払費用 5,138

6 賞与引当金見返（注） 222,625

流動資産　合計 4,948,857

資産　合計 33,478,926

貸借対照表
（2024年3月31日）

車両運搬具

前渡金
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(単位：千円）

負債の部

Ⅰ 固定負債

1 資産見返負債（注）

資産見返運営費交付金 4,347,074

資産見返補助金等 152,198

資産見返寄附金 14,989

資産見返物品受贈額 1,955

建仮見返運営費交付金 29,832

61,110

特許権仮勘定見返補助金等 231

2 退職給付引当金 2,165,282

固定負債　合計 6,772,675

Ⅱ 流動負債

1 運営費交付金債務（注） 2,545,408

2 預り補助金等（注） 5,365

3 未払金 1,709,543

4 未払費用 34,130

5 未払消費税等 6,579

6 前受金 62,635

7 預り金 70,516

8 賞与引当金 222,625

流動負債　合計 4,656,805

負債　合計 11,429,481

純資産の部

Ⅰ 資本金

1 地方公共団体出資金 28,051,831

資本金　合計 28,051,831

Ⅱ 資本剰余金

1 資本剰余金 2,055,937

2 その他行政コスト累計額（注）

減価償却相当累計額 △ 8,018,673

除売却差額相当累計額 △ 332,394

資本剰余金　合計 △ 6,295,130

Ⅲ 利益剰余金

1 前中期目標期間繰越積立金（注） 72,253

2 目的積立金（注） 74,324

3 積立金 62,613

4 当期未処分利益 83,553

（うち当期総利益） (83,553)

利益剰余金　合計 292,744

純資産　合計 22,049,445

負債純資産　合計 33,478,926

（注）これらは、地方独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

（2024年3月31日）

特許権仮勘定見返運営費交付金

貸借対照表
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(単位：千円）

Ⅰ 損益計算書上の費用

1 業務費 5,381,266

2 一般管理費 3,771,627

3 雑損 1,499

4 臨時損失 5,017

損益計算書上の費用合計 9,159,411

Ⅱ その他行政コスト

1 減価償却相当額（注） 645,048

2 除売却差額相当額（注） 0

その他行政コスト合計 645,048

Ⅲ 行政コスト 9,804,460

（注）これらは、地方独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

【注記】

1 地方独立行政法人の業務運営に関して住民等の負担に帰せられるコスト

行政コスト 9,804,460

自己収入等 △ 964,314

機会費用 515,196

地方独立行政法人の業務運営に関して住民等の負担に帰せられるコスト 9,355,341

2 機会費用の計上方法

1 国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用の計算方法

土地の路線価や建物評価価額を参考に計算しております。

2 地方公共団体出資等から生ずる機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の令和6年3月末の利回りを参考に0.725%で計算しております。

3 国又は地方公共団体との人事交流による出向職員から生ずる機会費用の計算方法

当該職員が国又は地方公共団体に復帰後退職する際に支払われる退職手当のうち、地方独立行政法人での

勤務期間に対応する部分について、職員の退職手当に関する条例等を参考に計算しております。

行政コスト計算書
（2023年4月1日～2024年3月31日）
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(単位：千円）

経常費用

I 業務費

1 業務部門人件費 1,861,447

2 賃金等 102,171

3 退職給付費用 156,043

4 業務費

業務委託費 807,950

備品費 31,427

消耗品費 313,773

保守管理費 492,643

減価償却費 960,942

賞与引当金繰入 140,969

その他業務費 513,897 3,261,604 5,381,266

II 一般管理費

1 役員人件費 51,186

2 管理部門人件費 1,066,922

3 賃金等 141,312

4 67,913

5 業務費

光熱水料 505,563

賃借料 270,843

受託管理費 284,858

保守管理費 324,507

業務委託費 387,626

減価償却費 243,576

賞与引当金繰入 81,656

その他業務費 345,659 2,444,291 3,771,627

III 雑損 1,499

経常費用　合計 9,154,393

退職給付費用

損益計算書
（2023年4月1日～2024年3月31日）

 ４



(単位：千円）

経常収益

I 運営費交付金収益（注）

1 標準運営費交付金収益 4,619,682

2 特定運営費交付金収益 1,960,894 6,580,576

II 手数料収益 399,465

III 使用料収益 190,082

IV 受講料収益 2,919

V 指導事業収益 23

VI 施設費収益（注） 2,168

VII 受託事業収益

1 317,783

2 25,578 343,361

VIII 外部資金導入研究収益

1 32,710

2 13,143

3 1,300 47,154

IX 科学研究費間接経費収益 15,827

X 賞与引当金見返に係る収益（注） 222,625

XI 退職給付引当金見返に係る収益（注） 223,956

XII 財務収益

1 預金利息 45

2 為替差益 733 778

XIII 雑益

1 出向職員給与費負担金収益 4,200

2 その他の雑益 1,370 5,570

XIV 資産見返勘定戻入（注）

1 資産見返運営費交付金戻入 1,147,516

2 資産見返補助金等戻入 47,872

3 資産見返寄附金戻入 5,997

4 資産見返物品受贈額戻入 2,049 1,203,435

経常収益　合計 9,237,946

経常利益 83,553

臨時損失

I 固定資産除却損 5,017

臨時利益

I 資産見返運営費交付金戻入（注） 4,706

II 資産見返補助金等戻入（注） 0

III 資産見返寄附金戻入（注） 310

IV 資産見返物品受贈額戻入（注） 0 5,017

当期純利益 83,553

当期総利益 83,553

（注）これらは、地方独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

補助金等収益（注）

共同研究収益

国又は地方公共団体からの受託事業収益

国又は地方公共団体以外からの受託事業収益

損益計算書
（2023年4月1日～2024年3月31日）

受託研究収益

 ５



（単位：千円）

減価償却相当
累計額

除売却差額相当
累計額

うち当期総利益

当期首残高 28,051,831 28,051,831 2,053,456 △7,420,740 △285,278 △5,652,562 72,253 36,968 16,917 83,051 - 209,191 22,608,460

当期変動額　　　

　Ⅰ　資本金の当期変動額

　Ⅱ　資本剰余金の当期変動額

固定資産の取得 - - 2,480 - - 2,480 - - - - - - 2,480

固定資産の除売却 - - - 47,115 △47,115 0 - - - - - - 0

減価償却 - - - △645,048 - △645,048 - - - - - - △645,048

　Ⅲ　利益剰余金の当期変動額

　（１）利益の処分又は損失の処理

利益処分による積立 - - - - - - - 37,356 45,695 △83,051 - - -

　（２）その他

当期純利益 - - - - - - - - - 83,553 83,553 83,553 83,553

当期変動額合計 - - 2,480 △597,933 △47,115 △642,567 - 37,356 45,695 502 83,553 83,553 △559,014

当期末残高 28,051,831 28,051,831 2,055,937 △8,018,673 △332,394 △6,295,130 72,253 74,324 62,613 83,553 83,553 292,744 22,049,445

当期未処分利益 利益剰余金合計

その他行政コスト累計額

純資産変動計算書
（2023年4月1日～2024年3月31日）

Ⅰ　資本金 Ⅱ　資本剰余金 Ⅲ　利益剰余金

純資産合計
設立団体出資金 資本金合計 資本剰余金 資本剰余金合計

前中期目標期間
繰越積立金

目的積立金 積立金

    ６



(単位：千円）

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー

1 人件費支出 △ 3,587,843

2 その他の業務支出 △ 4,230,872

3 運営費交付金収入 8,635,079

4 受託収入 442,039

5 手数料収入 404,131

6 その他の事業収入 195,978

7 補助金等収入 81,334

8 補助金等の精算による返還金の支出 △ 2,978

小計 1,936,868

業務活動によるキャッシュ・フロー 1,936,868

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

1 有形固定資産の取得による支出 △ 1,011,838

2 無形固定資産の取得による支出 △ 159,268

3 敷金・保証金の差入による支出 △ 2,480

4 敷金・保証金の返還による収入 488

5 施設費による収入 3,161

6 利息及び配当金の受取額 45

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,169,892

Ⅲ 資金に係る換算差額 733

Ⅳ 資金増加額 767,709

Ⅴ 資金期首残高 3,620,495

Ⅵ 資金期末残高 4,388,205

キャッシュ・フロー計算書
（2023年4月1日～2024年3月31日）
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(単位：千円）

Ⅰ 当期未処分利益 83,553

1 当期総利益 83,553

Ⅱ 利益処分額

1 地方独立行政法人法第40条3項により

設立団体の長の承認を受けようとする額

(1) 中小企業支援・研究開発の資質向上及び

組織運営・施設・設備の改善目的積立金 39,048

2 積立金(地方独立行政法人法第40条1項) 44,505 83,553

利益の処分に関する書類

８



（重要な会計方針）

1 運営費交付金収益の計上基準

2 減価償却の会計処理方法
(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。
耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としていますが、主な資産の耐用年数は以下
のとおりになっております。

建物　　　　　　３年～５０年
構築物　　　　１０年～５０年
機械装置　　　　６年～１２年
車両運搬具　　　３年～  ４年
工具器具備品　　２年～１０年

特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準　第８７）の減価償却相当額については、減価償却
相当累計額として資本剰余金から控除して表示しております。

(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
耐用年数は法人税法上の耐用年数を基準としていますが、法人内利用のソフトウェアについて
は、法人内における利用可能期間（５年）で償却を実施しております。

3 引当金の計上基準
(1) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を計上し
ております。なお、職員の賞与については、運営費交付金により財源措置がなされる見込みであ
るため、 賞与引当金と同額を賞与引当金見返として計上しております。

(2) 退職給付に係る引当金の計上基準
退職一時金については、期末退職手当額を退職給付債務とする簡便法で計上しております。な
お、退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされる見込みであるため、 退職
給付引当金と同額を退職給付引当金見返として計上しております。

4 棚卸資産の評価基準及び評価方法
実験用試薬（薬品）
  個別法による低価法を採用しております。

5 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

6 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

7 財務諸表及び附属明細書の表示単位
千円未満切り捨てにより表示しております。

業務達成基準を採用しております。
また、業務の進行状況と運営費交付金の対応関係が明確である活動を除く管理部門の活動については
期間進行基準を採用しております。

外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として
処理しております。

「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」（令和４年８月３１日改訂）並び
に「『地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解』に関するＱ＆Ａ」（令和６年
３月改訂）（以下「地方独立行政法人会計基準等」という。）を適用して、財務諸表等を作成してお
ります。
なお、地方独立行政法人会計基準等のうち、収益認識に関する会計基準の導入による改訂内容につい
ては、令和６事業年度から適用します。

 ９



（注記事項）

1 貸借対照表関係
　その他行政コスト累計額のうち、地方独立行政法人に対する出資を財源に取得した資産に係る金額

6,442,833 千円

2 キャッシュ・フロー計算書関係
　資金の期末残高の貸借対照表表示科目別の内訳

　 　2024年3月31日
現金及び預金 4,388,205 千円
定期預金 -                     千円
資金期末残高 4,388,205 千円

3 固定資産の減損会計関係
　該当事項はありません。

4 重要な債務負担行為
(単位：千円）

契約額 翌期以降
872,124 872,124
187,830 187,830
159,390 159,390

5 金融商品関係
(1) 金融商品の状況に関する事項

(2) 金融商品の時価等に関する事項

6 資産除去債務関係
(1) 墨田支所

(2) 多摩テクノプラザ、城東支所、城南支所及び食品技術センター

(3) DX推進センター、ものづくりベンチャー育成事業拠点

7 退職給付に係る注記
(1) 採用している退職給付制度の概要

(2) 確定給付制度
①簡便法を適した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付引当金 1,951,770 千円
　退職給付費用 223,956 千円
　退職給付の支払額 10,444 千円
期末における退職給付引当金 2,165,282 千円

(株)東京テレポートセンターとの賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが
第4期中期目標及び中期計画において庁舎の移転は予定されておりません。
移転等は当法人の裁量だけではなく、東京都をはじめとする各関係団体の意思を考慮して判断されることになる
ため、現時点で退去の時期を決定することができず、資産除去債務を合理的に見積もることができません。
そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用している。当該制度では、給与と勤
務期間に基づいた一時金を支給している。

国際ファッションセンター㈱との賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが
第4期中期目標及び中期計画において庁舎の移転は予定されておりません。
移転等は当法人の裁量だけではなく、東京都をはじめとする各関係団体の意思を考慮して判断されることになる
ため、現時点で退去の時期を決定することができず、資産除去債務を合理的に見積もることができません。
そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

東京都との賃貸借契約及び行政財産使用許可に基づき、退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが
第4期中期目標及び中期計画において庁舎の移転は予定されておりません。
移転等は当法人の裁量だけではなく、東京都をはじめとする各関係団体の意思を考慮して判断されることになる
ため、現時点で退去の時期を決定することができず、資産除去債務を合理的に見積もることができません。
そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

契約内容
本部建物総合管理委託

電子線描画装置の購入

当法人は、資金運用については地方独立行政法人法第43条の規定に基づき、預金、国債、地方債及び政府保証債
等に限定しております。
資金運用にあたっては内部規程に基づく資金管理計画に従って、当事業年度では預金により運用しております。

現金は注記を省略しており、預金、未収金、未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することか
ら、注記を省略しております。

墨田支所の賃借
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附　　属　　明　　細　　書

 １１



（単位：千円）

当期償却額

建 物 5,956,244 322,859 26,669 6,252,434 4,865,203 247,161 1,387,231

構 築 物 71,010 - - 71,010 18,107 1,420 52,902

機 械 装 置 23,629 - 3,219 20,409 20,409 - 0

車 両 運 搬 具 13,367 - - 13,367 13,367 - 0

工 具 器 具 備 品 17,316,919 935,105 1,164,176 17,087,848 14,669,194 741,012 2,418,653

図 書 39,081 - - 39,081 - - 39,081

計 23,420,253 1,257,965 1,194,066 23,484,152 19,586,282 989,594 3,897,869

建 物 13,723,229 - - 13,723,229 6,455,710 532,535 7,267,518

構 築 物 76,633 - - 76,633 54,467 3,266 22,165

工 具 器 具 備 品 1,671,306 - 47,115 1,624,191 1,508,495 109,246 115,695

計 15,471,168 - 47,115 15,424,053 8,018,673 645,048 7,405,379

土 地 14,200,000 - - 14,200,000 - - 14,200,000

建 設 仮 勘 定 - 29,832 - 29,832 - - 29,832

計 14,200,000 29,832 - 14,229,832 - - 14,229,832

土 地 14,200,000 - - 14,200,000 - - 14,200,000

建 物 19,679,473 322,859 26,669 19,975,663 11,320,913 779,697 8,654,749

構 築 物 147,643 - - 147,643 72,575 4,686 75,068

機 械 装 置 23,629 - 3,219 20,409 20,409 - 0

車 両 運 搬 具 13,367 - - 13,367 13,367 - 0

工 具 器 具 備 品 18,988,226 935,105 1,211,292 18,712,039 16,177,689 850,258 2,534,349

建 設 仮 勘 定 - 29,832 - 29,832 - - 29,832

図 書 39,081 - - 39,081 - - 39,081

計 53,091,422 1,287,797 1,241,182 53,138,037 27,604,956 1,634,642 25,533,081

特 許 権 282,899 38,102 10,632 310,368 159,047 32,716 151,321

特 許 権 仮 勘 定 79,042 25,281 42,982 61,342 - - 61,342

商 標 権 8,246 678 - 8,924 4,822 829 4,101

実 用 新 案 権 1,370 - - 1,370 1,370 - -

意 匠 権 8,330 196 - 8,526 4,659 1,095 3,867

電 話 加 入 権 680 - - 680 - - 680

ソ フ ト ウ ェ ア 877,471 160,820 - 1,038,291 578,964 180,283 459,326

ソフトウェア仮勘定 160,820 - 160,820 - - - -

計 1,418,861 225,078 214,435 1,429,504 748,865 214,925 680,639

敷 金 ・ 保 証 金 149,073 2,480 488 151,065 - - 151,065

退職給付引当金見返 1,951,770 223,956 10,444 2,165,282 - - 2,165,282

計 2,100,844 226,437 10,932 2,316,348 - - 2,316,348

56,611,127 1,739,312 1,466,550 56,883,890 28,353,821 1,849,567 28,530,069

（注1） 当期増加額は、資産の取得等によるものであり、主なものは、次のとおりです。

建物 多摩テクプラザB棟空調設備改修工事 190,826 千円

城南支所機器整備対応工事 83,636 千円

ソフトウェア 財務会計システム 160,820 千円

工具器具備品 電界放出形走査電子顕微鏡 104,500 千円

活性金属対応造形装置 83,149 千円

(1)　固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第８７　特定の資産に係る費用相当額の会計処理」による減価償却相当額も含む。）の明細

資産の種類 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
減価償却累計額 差引

当期末残高
摘要

固定資産　合計

有形固定資産
（減価償却費）

有形固定資産
（減価償却相当額）

非償却資産

有形固定資産
合計

無形固定資産

投資その他の
資産
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(2) 棚卸資産の明細
（単位：千円）

当期購入・
製造・振替

その他 払出・振替 その他

36,450 40,643 -             36,450 -              40,643
36,450 40,643 -             36,450 -              40,643

(3) 有価証券の明細

該当事項はありません。

(4) 長期貸付金の明細

該当事項はありません。

(5) 長期借入金の明細

該当事項はありません。

(6) 引当金の明細
（単位：千円）

目的使用 その他
207,578 222,625 207,578 -             222,625

1,951,770 223,956 10,444 -             2,165,282
2,159,349 446,582 218,023 -             2,387,908

(7) 資産除去債務の明細

該当事項はありません。

(8) 保証債務の明細

該当事項はありません。

(9) 資本剰余金の明細

純資産変動計算書において開示しているため、明細の作成を省略します。

当期増加額 当期減少額
期首残高 摘要期末残高

当期増加額
当期減少額

種類

実験用試薬
計

計

区分

賞与引当金

期首残高

退職給付引当金

期末残高 摘要
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(10) 運営費交付金債務及び当期振替等の明細

(10)－1　運営費交付金債務の増減の明細 （単位：千円）

運営費交付金収益
建設仮勘定見返
運営費交付金

特許権仮勘定見返
運営費交付金

資本剰余金 小計

1,962,590 8,635,079 6,580,576 29,832 25,281 2,480           7,834,237          218,023        2,545,408

(10)－2　運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

1 運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細 （単位：千円）

総合的支援 1,479,208

プロジェクト型支援 1,801,503

新事業展開支援 12,747

産業人材育成 44,717

情報発信 129,667

その他 48,528

3,064,203

-               

6,580,576

2 資産見返運営費交付金、建設仮勘定見返運営費交付金、特許権仮勘定見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な使途の明細 （単位：千円）

振替額 振替額 振替額 振替額 主な使途
建物：

工具器具備品：
建物：

工具器具備品：

新事業展開支援 -               -               -               2,480
敷金・保証金：

2,480

産業人材育成 -               -               -               -               

情報発信 9,975 工具器具備品： -               -               -               

建物：
工具器具備品：

建物：
工具器具備品：

合計 1,196,065 29,832 25,281 2,480

48,528

6,497,023

特許権仮勘定見返運営費交付金への振替額資産見返運営費交付金への振替

290,187 特許権仮勘定： 23,731 -               

4,860

14,310
20,665

-               

-               

9,975

23,731

1,549

1,196,065

285,391

551,362

期間進行基準による振替額

298,892

セグメント

-               

プロジェクト型支援

-               

29,832 建設仮勘定： 29,832

-               

-               

-               

特許権仮勘定： -               

主な使途

1,549

人件費：492,180　 役務費：970,102
消耗品費：84,113　その他：282,853　自己収入：△27,746
人件費：53,947　役務費：27,039
消耗品費：2,863　その他：23,279　自己収入：△94,382
人件費：43,746　役務費：330
消耗品費：2,160　その他：1,400　 自己収入：△2,919

役務費：39,128　 消耗品費：9,399

3,031,957

12,747

129,667
人件費：15,546　 役務費：81,384
消耗品費：5,585　その他：27,602　自己収入：△452

人件費：1,259,422　  役務費：784,318
消耗品費：126,622　その他：1,159,607　自己収入：△298,014

費用進行基準を採用した業務はなし費用進行基準による振替額

人件費：1,358,197　役務費：391,868
消耗品費：219,049　その他：42,622　自己収入：△583,837

5,809

区分 運営費交付金収益
主な使途

期首残高
交付金

当期交付額
資産見返運営費

交付金

合計

850,255

4,796
主な使途

業務達成基準による振替額

-                

1,801,503

法人共通 10,669

総合的支援

その他

1,427,901

費用

34,976

期末残高
当期振替額

資本剰余金への振替建設仮勘定見返運営費交付金への振替額
主な使途

引当金見返との
相殺額

運営費交付金の主な使途

44,717
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(10)－3　引当金見返との相殺額の明細 （単位：千円）

相殺額

合計 218,023

(10)－4　運営費交付金債務残高の明細 （単位：千円）

業務達成基準を採用した業
務に係る分

2,545,408       

期間進行基準を採用した業
務に係る分

-               

費用進行基準を採用した業
務に係る分

-               

計 2,545,408       

使用見込み

繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度において収益化する予定である

翌事業年度への繰越額はない

費用進行基準を採用した業務はなし

賞与引当金見返：
退職給付引当金見返：

賞与引当金見返：
退職給付引当金見返：

賞与引当金見返：
退職給付引当金見返：

引当金見返との相殺
主な相殺額の内訳

856

運営費交付金債務残高

103,270

プロジェクト型支援 25,914

賞与引当金見返： 97,371

3,574

賞与引当金見返： 22,715
退職給付引当金見返： 3,198

新事業展開支援

退職給付引当金見返： 5,899
総合的支援

セグメント

情報発信 1,193

法人共通 80,988

その他 -               

賞与引当金見返： 3,340
退職給付引当金見返： 233

産業人材育成 3,082

80,132
67
1,125
188
2,893
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(11) 運営費交付金以外の設立団体等からの財源措置の明細

補助金等の明細 （単位：千円）

国立研究開発法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機構
新エネルギー等のシーズ発

掘・事業化に向けた技術研究
開発事業

664 - - - - 664

関東経済産業局
戦略的基盤技術
高度化支援事業

30,491 - 4,815 - - 25,675

公益財団法人天田財団
奨励研究助成事業

141 - - - 0 140

公益財団法人津川モーター
研究財団研究助成事業

1 - - - - 1

公益財団法人
精密測定技術振興財団

精密測定技術振興のための調
査・研究事業

2,500 - - - - 2,500

公益財団法人天田財団
国際会議等参加助成事業

350 - - - - 350

公益財団法人飯島藤十郎
記念食品科学振興財団

学術研究助成事業
900 - - - - 900

公益財団法人スズキ財団
科学技術研究助成（一般）事

業
1,200 - - - - 1,200

区分 当期交付額
左の会計処理内訳

摘要
建設仮勘定見返補助金等  資産見返補助金等 資本余剰金 預り補助金等 収益計上
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荒川区地域産業活性化研究事
業

856 - - - 116 740

公益財団法人軽金属奨学会
統合的先端研究事業

3,000 - 2,490 - 227 282

公益財団法人天田財団
一般研究開発助成

3,000 - - - 3,000 -

公益財団法人大倉和親記念財
団

研究助成事業
1,500 - - - 1,432 67

一般財団法人鷹野学術振興財
団

研究助成事業
1,400 - 623 - 589 186

JKA機械振興補助事業 46,720 - 46,720 - - -

計 92,726 0 54,650 0 5,365 32,710

区分 当期交付額
左の会計処理内訳

摘要
建設仮勘定見返補助金等  資産見返補助金等 資本余剰金 預り補助金等 収益計上
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預り補助金等の明細 （単位：千円）

公益財団法人天田財団
奨励研究助成事業

141 - 140 0

公益財団法人津川モーター
研究財団研究助成事業

1 - 1 -

公益財団法人
精密測定技術振興財団

精密測定技術振興のための調
査・研究事業

2,500 - 2,500 -

公益財団法人天田財団
国際会議等参加助成事業

350 - 350 -

荒川区地域産業活性化研究事
業

- 856 740 116

公益財団法人軽金属奨学会
統合的先端研究事業

- 3,000 2,772 227

公益財団法人天田財団
一般研究開発助成

- 3,000 - 3,000

公益財団法人大倉和親記念財
団

研究助成事業
- 1,500 67 1,432

一般財団法人鷹野学術振興財
団

研究助成事業
- 1,400 810 589

計 2,992 9,756 7,384 5,365

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要

小型プログラム電気炉修繕費等

無線ひずみ計測システム等

ステンレス板材等

2023年電気学会産業応用部門大会参加費

IBM SPSS Statics等

航空券（海外出張用）

片マヒ疑似体験セット等

ワークステーション等
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(12) 役員及び職員の給与の明細
（単位：千円、人）

（注1） 役員に対する報酬等の基準及び職員に対する給与及び退職手当の支給基準は以下の諸規程に基づいています。
①地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター役員給与規程
②地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター役員退職手当規程
③地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター職員給与規程
④地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター職員退職手当規程
⑤地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター任期付職員給与規程
⑥地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター任期付職員退職手当規程
⑦地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターワイドキャリアスタッフ職員給与規程

（注2） 支給人員は、年間平均支給人員数を記載しています。
（注3） （　　）は非常勤の役員及び職員（臨時職員）に対する支給額及び人数を外数で記載しています。
（注4） 上記明細は給与、賞与、諸手当の合計額で、法定福利費は含まれていません。
（注5） 上記明細には人材派遣に係る人件費は含まれていません。

区分
報酬又は給与 退職手当

支給額 支給人員 支給額 支給人員

役員
(1,376) (2) (-)                 (-)                  
45,456 3 -                   -                    

職員
(69,538) (31) (-)                 (-)                  

2,710,344 388 10,444 6

合計
(70,914) (33) (-)                 (-)                  

2,755,801 391 10,444 6
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(13) 科学研究費助成事業等の明細

（単位：千円）

(1) 当期受入には、間接経費相当額を記載し、直接経費相当額については、外数として( )に記載しております。

　　なお、他機関へ送金する分担金相当額を除き、他機関から受領する分担金相当額を含めております。

(2) 件数には、当期受入のうち、間接経費が交付された件数を記載しております。

　国際共同研究強化（Ｂ）
(500)

1
150

合計
(37,360)

43
11,208

　若手研究（基金分）
(12,000)

9
3,600

　研究活動スタート支援
(1,100)

1
330

　基盤研究(Ｃ)
(18,770)

25
5,631

　挑戦的萌芽研究（基金分）
(2,500)

1
750

　基盤研究(Ｂ)
(2,490)

6
747

種目 当期受入 件数 摘要
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(14) 開示すべきセグメント情報
（単位：千円）

Ⅰ　行政コスト

損益計算書上の費用合計 2,613,966 2,464,943 119,859 55,288 133,708 3,568,148 203,497 9,159,411

その他行政コスト

減価償却相当額 103,100 - - - - 541,947 - 645,048

除売却差額相当額 0 - - - - - - 0

その他行政コスト合計 103,100 - - - - 541,947 - 645,048

行政コスト 2,717,067 2,464,943 119,859 55,288 133,708 4,110,096 203,497 9,804,460

- - - - - 9,355,341 - 9,355,341

Ⅲ　事業費用、事業収益及び事業損益

事業費用

業務費

人件費 1,584,202 544,414 62,894 50,986 18,132 - - 2,260,631

減価償却費 373,207 582,540 3,781 410 1,003 - - 960,942

業務費 650,976 1,337,069 53,182 3,890 114,573 - - 2,159,692

一般管理費 - - - - - - - -

人件費 - - - - - 1,408,991 - 1,408,991

減価償却費 - - - - - 88,608 154,968 243,576

その他の一般管理費 - - - - - 2,070,530 48,528 2,119,058

雑損 1,481 - - - - 18 - 1,499

2,609,867 2,464,024 119,859 55,288 133,708 3,568,148 203,497 9,154,393

事業収益

運営費交付金収益

標準運営費交付金収益 1,294,097 238,225 5,419 38,787 127,549 2,915,602 - 4,619,682

特定運営費交付金収益 185,110 1,563,278 7,328 5,930 2,117 148,600 48,528 1,960,894

手数料収益 386,558 12,906 - - - - - 399,465

使用料収益 134,296 14,839 40,755 - - 192 - 190,082

受講料収益 - - - 2,919 - - - 2,919

指導事業収益 - - 23 - - - - 23

施設費収益 - - - - - 2,168 - 2,168

受託事業収益 - - 53,603 - - 289,758 - 343,361

外部資金導入研究収益 47,154 - - - - - - 47,154

賞与引当金見返に係る収益 107,267 24,791 4,246 3,436 1,227 81,656 - 222,625

退職給付引当金見返に係る収益 118,737 27,442 4,700 3,803 1,358 67,913 - 223,956

財務収益 - - - - - 778 - 778

雑益 0 - - - 452 5,117 - 5,570

科研費間接経費収益 15,827 - - - - - - 15,827

資産見返勘定戻入 372,123 582,540 3,781 410 1,003 88,608 154,968 1,203,435

2,661,174 2,464,024 119,859 55,288 133,708 3,600,394 203,497 9,237,946

事業損益 51,307 - - - - 32,246 - 83,553

計

計

産業人材育成 情報発信 法人共通 合計その他総合的支援 プロジェクト型支援 新事業展開支援

Ⅱ　地方独立行政法人の業務運営に関して
　　住民等の負担に帰せられるコスト
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（単位：千円）

Ⅳ　臨時損益等

臨時損失

固定資産除却損 4,099 918 - 0 - 0 - 5,017

4,099 918 - 0 - 0 - 5,017

臨時利益

資産見返運営費交付金戻入 3,788 918 - 0 - 0 - 4,706

資産見返補助金等戻入 0 - - - - - - 0

資産見返寄附金戻入 310 - - - - - - 310

資産見返受贈額戻入 0 - - - - 0 - 0

4,099 918 - 0 - 0 - 5,017

当期純損益 51,307 - - - - 32,246 - 83,553

当期総損益 51,307 - - - - 32,246 - 83,553

Ⅴ　総資産

土地 - - - - - 14,200,000 - 14,200,000

建物 235,003 819,968 5,908 - 2,401 7,510,460 81,007 8,654,749

構築物 - - - - - 75,068 - 75,068

機械装置 0 - - - - - - 0

車両運搬具 - - - - - 0 - 0

工具器具備品 1,022,697 1,432,320 2,002 1,135 9,738 46,124 20,331 2,534,349

建設仮勘定 - 29,832 - - - - - 29,832

現金及び預金 - - - - - 4,388,205 - 4,388,205

その他 1,732,917 253,131 87,350 68,256 98,979 896,758 459,326 3,596,721

2,990,618 2,535,252 95,261 69,392 111,120 27,116,616 560,665 33,478,926

(注１) セグメントの区分は第４期中期計画における一定の事業等のまとまりごとの区分に基づいております。

(注２) 各セグメントの事業内容

総合的支援　　　　：中小企業のニーズを的確に捉えて、都産技研が保有する幅広い技術分野の研究開発を実施する。その成果を技術相談、依頼試験、機器利用、オーダーメード型技術支援を通して迅速に社会に還元する。

プロジェクト型支援：５ＧやＩｏＴ技術など先端技術の中小企業への導入に向けた支援を実施する。また、ＱＯＬ（生活の質の向上）に関連するヘルスケア、食品、生活関連分野の技術支援を行う。

新事業展開支援　　：中小企業の独自技術確立の支援、オープンイノベーションによる製品開発の支援を行う。また、研究開発型スタートアップ企業の技術ニーズに迅速に対応し、他機関と連携して製品化・事業化を支援する。

産業人材育成　　　：中小企業の産業人材育成のデジタル化を推進するとともに、最新の技術動向や製品の品質管理などに関する講習会を開催する。また、研修学生などを受け入れ、次世代を担う人材を育成する。

情報発信　　　　　：デジタル技術などを活用し、戦略的な広報活動を通して、研究開発の成果や保有する技術情報の提供に努め、都産技研の認知度を向上させる。

法人共通　　　　　：他のセグメント以外の事業を行う。

その他　　　　　　：特定運営費交付金にて実施される事業のうち主にプロジェクト型支援に該当しない事業を行う。

(注３) 総資産のうち法人共通の項目に含めた全社資産は、主に現物出資資産、現預金及び管理部門に係る資産です。

計

計

計

合計産業人材育成 情報発信 法人共通 その他総合的支援 プロジェクト型支援 新事業展開支援
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(15) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(15)－1　現金及び預金の明細
（単位：千円）

区分 金額
現 金 785
預 金 4,387,420

合計 4,388,205
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２０２３事業年度

決　算　報　告　書

  第　１８　期　

自　２０２３年　４月　１日

至　２０２４年　３月３１日



地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター

（単位：百万円）

予算 決算
差額

（決算－予算）
備考 予算 決算

差額
（決算－予算）

備考 予算 決算
差額

（決算－予算）
備考 予算 決算

差額
（決算－予算）

備考

収入

運営費交付金 2,331 1,999 △ 331 540 3,317 2,777 165 6 △ 158 101 53 △ 47

標準運営費交付金(効率化対象内) 2,109 1,731 △ 377 (注１) 205 260 55 142 △ 4 △ 146 (注１) 88 44 △ 43 (注１)

標準運営費交付金(効率化対象外) - - - - - - - - - - - -

特定運営費交付金(共済以外) - 68 68 306 3,011 2,705 (注２) - 2 2 - 2 2

特定運営費交付金(共済) 222 199 △ 22 29 46 17 23 7 △ 15 13 6 △ 6

施設整備費補助金 - - - - - - - - - - - -

自己収入 712 639 △ 72 - 27 27 98 94 △ 3 10 2 △ 7

事業収入 612 520 △ 91 - 27 27 98 77 △ 20 10 2 △ 7

補助金収入 - 46 46 - - - - - - - - -

外部資金研究費等 100 56 △ 43 - - - - - - - - -

その他収入 - 15 15 - - - - 16 16 - - -

積立金取崩 - - - - - - - - - - - -

収入　計 3,043 2,639 △ 403 540 3,345 2,805 263 100 △ 162 111 55 △ 55

支出

業務費 3,043 2,483 △ 559 540 2,736 2,196 263 113 △ 149 111 50 △ 60

試験研究経費 1,146 965 △ 180 - - - 79 55 △ 23 8 3 △ 4

プロジェクト事業 - - - 306 2,218 1,912 (注２) - - - - - -

外部資金研究経費等 100 56 △ 43 - - - - - - - - -

役職員人件費 1,575 1,276 △ 298 (注１) 205 475 270 (注２) 161 50 △ 110 (注１) 90 40 △ 49 (注１)

共済組合負担金 222 185 △ 36 29 42 13 23 7 △ 15 13 5 △ 7

一般管理費 - - - - - - - - - - - -

支出　計 3,043 2,483 △ 559 540 2,736 2,196 263 113 △ 149 111 50 △ 60

収入　－　支出 - 155 155 - 608 608 (注３) - △ 12 △ 12 - 5 5

2023年度　決算報告書

総合的支援 プロジェクト型支援 新事業展開支援 産業人材育成
区分
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地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター

（単位：百万円）

予算 決算
差額

（決算－予算）
備考 予算 決算

差額
（決算－予算）

備考 予算 決算
差額

（決算－予算）
備考 予算 決算

差額
（決算－予算）

備考

収入

運営費交付金 195 110 △ 84 2,359 3,051 692 - 96 96 5,691 8,635 2,944

標準運営費交付金(効率化対象内) 180 107 △ 72 (注１) 2,048 2,633 585 (注４) - - - 4,772 4,773 1

標準運営費交付金(効率化対象外) - - - 194 193 0 - - - 194 193 0

特定運営費交付金(共済以外) - 0 0 - 61 61 - 96 96 306 3,244 2,938

特定運営費交付金(共済) 15 2 △ 12 117 162 45 - - - 419 424 5

施設整備費補助金 - - - - 2 2 (注５) - - - - 2 2

自己収入 - 0 0 307 295 △ 11 - - - 1,127 1,060 △ 66

事業収入 - - - - 0 0 - - - 720 629 △ 90

補助金収入 - - - - - - - - - - 46 46

外部資金研究費等 - - - - - - - - - 100 56 △ 43

その他収入 - 0 0 307 295 △ 11 - - - 307 328 21

積立金取崩 - - - - - - - - - - - -

収入　計 195 110 △ 84 2,666 3,349 683 - 96 96 6,818 9,698 2,880

支出

業務費 195 141 △ 53 908 1,340 432 - - - 5,060 6,865 1,805

試験研究経費 71 124 53 - - - - - - 1,304 1,150 △ 153

プロジェクト事業 - - - - - - - - - 306 2,218 1,912

外部資金研究経費等 - - - - - - - - - 100 56 △ 43

役職員人件費 109 14 △ 94 (注１) 791 1,191 400 (注４) - - - 2,931 3,049 118

共済組合負担金 15 2 △ 12 117 148 31 - - - 419 391 △ 27

一般管理費 - - - 1,758 2,081 323 - 83 83 1,758 2,164 406

支出　計 195 141 △ 53 2,666 3,421 755 - 83 83 6,818 9,030 2,212

収入　－　支出 - △ 30 △ 30 - △ 72 △ 72 - 12 12 - 667 667

※百万円未満切捨のため、合計と一致しないことがあります。

○予算と決算の差異等について

(注１) 主に当期初めに業務部門と管理部門の整理があり、人件費のうち業務部門のセグメント（総合的支援、新事業展開支援、産業人材育成及び情報発信）に該当する割合が減少したことにより予算額に比して決算額が少額となっております。

(注２) 主に特定事業のための特定運営費交付金が交付されたため、予算額に比して決算額が多額となっております。

(注３) 本セグメントには複数年度にわたる事業が含まれています。運営費交付金債務残高は翌事業年度に繰り越されます。（第四期中期目標期間：2021年度～2025年度）

(注４) 主に当期初めに業務部門と管理部門の整理があり、人件費のうち管理部門のセグメント（法人共通）に該当する割合が増加したことにより予算額に比して決算額が多額となっております。

(注５) 施設整備費補助金が交付され、本部中央監視室空調機修繕工事を行ったため、予算額に比して決算額が多額となっております。

その他
区分

情報発信 法人共通 合計

2023年度　決算報告書
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1  

1 理事長によるメッセージ  

 

 

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター（都産技研）の原点は 1921 年（大正 10

年）に丸の内に設立された府立東京商工奨励館にあります。1970 年（昭和 45 年）には東京都

電気研究所と統合されて東京都立工業技術センターと改称して北区西が丘に移転し、2006 年

（平成 18 年）には地方公設試験研究機関で初めて地方独立行政法人化して都産技研となり、

2011 年（平成 23 年）10 月に、本部を臨海副都心青海地区に開設しました。 

都産技研の使命は、「産業を担う東京の中小企業を科学技術で支え、すべての人々の生活に

貢献すること」であり、現在の都産技研憲章（2007 年策定）にも謳われています。設立時から

一貫して、中小企業の皆さまへの技術支援を通じて東京の産業振興に貢献するという誇りを

もって、日々の業務に臨んでおります。 

第四期中期計画（2021 年 4 月から 2026 年 3 月までの 5 年間）では、研究開発に基づく技術

支援を強化し、中小企業の製品化・事業化に貢献していくことを目指しており、経営方針とし

て「中小企業のイノベーションを加速させる技術支援」、「新技術・新製品に着実につながる

研究開発」、「変化に的確に対応できる機動的運営」という３つの柱を掲げています。技術支

援と研究開発の相乗効果によって一層高度な支援を展開し、「総合力で頼りになる都産技研」

となるよう鋭意努力しているところです。 

2023 年度は、特定運営費交付金を活用して、新たに、活発な活動を支える障害者用具等研究

開発推進事業、サーキュラーエコノミーへの転換支援事業、海外展開競争力強化支援事業、本

部の機器更新整備、城東支所の施設整備等を開始しました。また、東京都人事委員会の令和５

年職員の給与に関する報告と勧告を参考にして、地方独立行政法人へ移行後初めての給与改定

を行いました。 

都産技研は、これからも、中小企業の皆様が必要とされる技術支援を迅速かつ的確に提供で

きるよう精進してまいります。また、都内事業者の皆様との技術支援等を通じた地に足のつい

たディスカッションを大切にしつつも、地球規模の気候変動や激動する世界情勢も見据え、東

京都の長期戦略や我が国のイノベーション戦略なども参照しながら、価値ある技術を育み、そ

の社会実装に貢献していきたいと考えています。 

今後も、一層のご支援、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 

理事長 黒部 篤 

  



2  

2 法人の目的、業務内容 

（１）法人の目的 

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター（以下「都産技研」という。）は、産業技術に関

する試験、研究、普及及び技術支援等を行うことにより、都内中小企業の振興を図り、もって都民

生活の向上に寄与することを目的として、東京都が設立した法人である。 

 

（２）業務内容 

次に掲げる業務を行う。 

①  産業技術に係る試験、研究及び調査に関すること。 

②  産業技術に係る普及、相談及び支援に関すること。 

③  試験機器等の設備及び施設の提供に関すること。 

④  前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

 

3 都の政策における法人の位置づけ及び役割（ミッション） 

東京都は、平成十八年度に「産業技術に関する試験、研究、普及及び技術支援等を行うことにより

都内中小企業の振興を図り、もって都民生活の向上に寄与する」ことを目的として都産技研を設立

した。社会経済情勢が大きく変化する中で、中小企業のニーズに対応した支援を効率的かつ効果的

に行うため、東京都の試験研究機関から地方独立行政法人に移行させた。 

都産技研は、「産業を担う東京の中小企業を科学技術で支える」という使命を担っている。 

 

4 中期目標 

（１）概要 

都産技研の第四期中期目標の期間は、令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの五年間で

ある。第四期中期目標では、新型コロナウイルス感染症の収束、そして、東京 2020 オリンピック・

パラリンピック競技大会後も、将来にわたり中小企業が東京の持続的な成長の担い手となるため

に、都産技研が技術的な側面から製品の高付加価値化や成長産業分野への参入支援を行うととも

に、5G や AI 等先端技術の活用によるイノベーションを促進することが企図されている。また、大

学やスタートアップ企業、大企業が数多く集積する東京の強みを活かし、都産技研の資源やネット

ワークを活用した連携を進め、新たなビジネスやイノベーションの流れを加速させることが求めら

れている。 

 

（２）一定の事業等のまとまりごとの目標 

東京都は、以下の事項に関して中期目標を策定し、都産技研に指示するとともに、開示を行ってい

る。 

・ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

・業務運営の改善及び効率化に関する事項 

・財務内容の改善に関する事項 

・その他業務運営に関する重要事項 

 

詳細な内容については、東京都産業労働局が公開している当該中期目標をご参照ください。 

（URL: https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/plan/shoko/0e2f2322d60a943585eaed1b29fcc13d.pdf）  
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5 理事長の理念や運営上の方針・戦略等 

 

都産技研では、都産技研が社会において活動していくうえでの、法人の考え方や姿勢を明確にす

ることを目的として、2007 年 7 月に、基本理念とその理念を実現するための行動指針並びに行動基

準を「憲章」として定めている。 

 

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター憲章 

【 明日のくらしと産業を支えるために 】 
 

基本理念 

－私たちの使命－  産業を担う東京の中小企業を科学技術で支え、 

すべての人々の生活に貢献することが私たちの使命です 

－私たちの理想－  地球を取り巻く課題を常に意識し、未来を見つめ、 

日々の努力と英知をもって果敢に挑みつづけることが私たちの理想です 

－私たちの信条－  すべての人々の喜びと安心を大切にし、豊かな創造力と 

優れた技術に基づく公正なサービスを提供することが私たちの信条です 
 

行動指針 

私たちは、基本理念の精神を実現するために、以下の指針に従って行動します 
 

誠実であり続けます（誠実） 

科学技術で社会に貢献します（技術） 

環境保護に取り組みます（環境） 

活気に満ちた健全な職場をつくります（活力） 

自らの向上に努めます（研鑽） 

適正に業務を行います（適正） 

情報を適切に取り扱います（情報） 
 

役員は、率先垂範して憲章を実現するために行動します 

 

 

また、令和 3 年（2021 年）年 10 月の設立 100 周年にあたり、「変わる産業 変わらない使命」

をコンセプトに、記念事業が開催された。このコンセプトは、過去 100 年を顧みたときの自負であ

るとともに、今後に向けた決意でもある。変わらない使命を全うするために、いま何が必要とされ

るかを常に考え続け機動的に実行していく組織を目指している。 

都産技研の第四期中期計画（2021 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日までの 5 年間）では、三つ

の経営方針、すなわち、「中小企業のイノベーションを加速させる技術支援」、「新技術・新製品

に着実につながる研究開発」、「情勢の変化に的確に対応できる機動的運営」を掲げ、先端技術や

社会ニーズに対応した事業の拡充や、「稼ぐ東京」の実現に向けた中小企業支援の取り組みの一層

の推進を目指している。第四期中期計画では、第三期中期計画期間までに得られた事業成果を有効

に活用するとともに、中小企業にとって「便利で使いやすい都産技研」から「総合力で頼りになる

都産技研」となることを目指し、先端技術や社会ニーズに対応する事業の拡充や、「稼ぐ東京」の

実現に向けた中小企業支援の取り組みを推進する。 

 

 



4  
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6 中期計画及び年度計画 

 

都産技研は、地方独立行政法人法（ 平成 15 年法律第 118 号） 第 26 条の規定に基づき、東京都

知事から指示を受けた 2021 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日までの 5 年間における地方独立行政

法人東京都立産業技術研究センターの中期目標を達成するための計画（ 以下「中期計画」とい

う。） を定めている。 

第四期中期計画に掲げる項目及びその内容と、令和 5 年度計画との関係は、以下の表に示す通り

である。なお、詳細な内容については、都産技研の以下のページに記載している。 

（URL: https://www.iri-tokyo.jp/site/gaiyo/jigyouhoukoku.html） 

 

第四期中期計画 令和 5 年度（2023 年度）計画 

Ⅰ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとる

べき措置 

１ 中小企業の技術的課題の解決や事業化を見据えた総合的支援 

中小企業の「稼ぐ力」を高めていくため、新製品

開発などに意欲のある中小企業のニーズを的確に

捉えて、都産技研が保有する幅広い技術分野の研

究開発を実施する。その成果を技術相談、依頼試

験、機器利用、オーダーメード型技術支援を通し

て迅速に社会に還元していく。これらの事業の実

施に当たっては、SDGs を意識し、都産技研のデ

ジタルトランスフォーメーションの推進により充

実を目指す。 

研究事業では、社会の多様化・急激な変化に対応

するため、研究の指針となる「牽引する」、「創

出する」、「支える」という三つの方向性を定

め、基盤研究、共同研究及び外部資金導入研究を

着実に実施する。 

＜ 研究の三つの方向性＞ 

（１）東京の産業を「牽引する」研究 

産業応用や製品開発を目的とした研究開発で、中

小企業の製品化・事業化を目指す。 

（２）東京の産業を「創出する」研究 

新しい東京の産業に資する研究開発で、時代に即

した新たな知見を獲得し、シーズの創出を目指

す。 

（３）東京の産業を「支える」研究 

技術支援の高度化に資する研究開発で、新たな試

験方法の確立などに取り組み、支援事業への展開

を目指す。 
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１－１技術相談 

都産技研が保有する技術を活用して、ものづくり

基盤技術分野のみならず、これらに関連する社会

的課題やサービス産業分野に対しても技術面から

幅広く対応する。 

また、支援状況のカルテ化と相談内容の分析、

OJT による職員の質の向上などにより、相談業務

を効率的かつ効果的に行う。 

電子メール、ウェブ相談など、デジタル媒体を活

用した相談実施率を、第四期中期計画の最終年度

までに 50 パーセント以上とすることを目標とす

る。 

１－２ 依頼試験  

製品などの品質・性能証明や事故原因究明、中小

企業の高品質、高性能、高安全性等、付加価値の

高いものづくりを支援できるよう、試験結果に基

づいた効果的なアドバイスを実施する。 

都産技研が保有する技術をベースとした特徴的な

試験の充実を図るとともに、「支える」研究の成

果を活用するなど研究開発事業と有機的な連携に

より試験品質の維持向上を図り、一層高品質な

サービスの提供に努める。 

中小企業の製品開発に必要となる多様な試験ニー

ズに対応するため、機器の保守・更新、校正管理

を適切に行うとともに、試験項目を見直す。 

また、依頼試験手続きのデジタル化を進め、利便

性を向上させる。 

 

 

 

１－３ 機器利用 

中小企業では導入が困難な測定機器や分析機器を

計画的に整備し、中小企業における製品化・事業

化のために機器の直接利用のサービスを提供す

る。 

 

 

 

 

 

 

１－４オーダーメード型技術支援 

中小企業の製品開発段階に応じたきめ細かい支援

を行うために、製品の企画・設計から品質評価に

１－１ 技術相談 

①ものづくりに関連するサービス産業などの技術

分野の相談について積極的に対応する。また、支

援内容のデータベース化及び相談内容の分析を行

い、得られたデータやデジタル技術を活用した効

率的かつ効果的な相談業務を実施する。 

②利用者の利便性向上のため、技術相談のデジタ

ル化 を推進する。ウェブ相談やメール相談を充実

する。  

③総合支援窓口において、複数技術分野にまたが

る相談への一括対応、料金収納及び報 告書の発行

など、サービス機能の提供を継続実施する。 

１－２ 依頼試験  

①製品などの品質・性能の評価や事故原因究明

等、中小企業の生産活動に伴う技術課題 の解決を

目的として、依頼試験を実施する。 

②都産技研の特徴的な技術分野において、一層高

品質なサービスを実施する。また、試 験所認定を

伴う業務を継続実施するとともに、試験所認定の

範囲を拡充する。  

③中小企業ニーズに基づき公的試験研究機関とし

ての信頼の維持向上を図るため、機器 の保守・更

新、校正管理を適切に行う。 

④依頼試験手続きに係る文書等の電子化を進め

る。  

⑤東京都との「放射性物質等による災害時等対応

に関する協定」に基づき、放射能測定 試験を継続

実施する。  

⑥原子力発電所の事故に伴い、工業製品の放射線

量測定試験を実施する。  

１－３ 機器利用 

①中小企業では導入が困難な測定機器や分析機器

を整備し、機器の操作方法のアドバイ スや測定

データの説明などについて的確な指導・助言を行

う。  

②高度な先端機器の機器利用ライセンス制度を継

続する。 

③都産技研ウェブサイトを活用し、機器利用可能

情報の提供を継続する。 

依頼試験及び機器利用の合計利用件数について

は、2023 年度中 27 万件を目標とする。  

１－４ オーダーメード型技術支援 

2021 年に策定した「技術支援戦略」に基づき、

試作や評価、人材育成など適宜組み合わせて提案
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係る技術課題まで柔軟に対応するオーダーメード

型技術支援を実施する。日本産業規格（ JIS） な

どに定めのない分析・評価や試作、人材育成など

を適宜組み合わせるとともに、各技術分野の連携

を強化して、包括的に支援を行う。オーダーメー

ド型技術支援を利用して製品化又は事業化に至っ

た件数については、第四期中期計画期間中に 120 

件を目標とする。 

１－５基盤研究 

多くの中小企業が抱える課題への対応に必要な研

究、市場の拡大が見込まれる分野、及び社会的課

題解決に資する分野の研究を基盤研究として取り

組む。 

また、研究開発戦略に基づき、重点的に取り組む

研究テーマを設定し、機械、電気・電子、情報、

IoT 、化学、バイオ、食品等の基盤技術分野に対

する基盤研究を着実に実施していく。 

基盤研究の成果を基に、支援事業に発展した件

数、共同研究に発展した件数、外部資金導入研究

に採択された件数を合わせて、第四期中期計画期

間中に 135 件を目標とする。 

 

 

 

１－６共同研究 

基盤研究で得られた研究成果や中小企業や大学な

どのアイデアや技術シーズを効率的かつ効果的に

製品化・事業化へつなげていくため、独自の技術

やノウハウを有し意欲のある中小企業や業界団

体、大学、研究機関等と課題を共有し、協力して

共同研究に積極的に取り組む。 

共同研究の実施により製品化又は事業化に至った

件数については、第四期中期計画期間中に 70 件

を目標とする。 

１－７外部資金導入研究・調査 

産業振興を目的とする外部資金や科学研究費助成

事業などへ積極的に応募し、採択を目指す。ま

た、研究成果を企業の製品化・事業化、共同研究

や支援事業に活用して、中小企業のニーズや社会

的ニーズに応える。 

外部資金導入研究の採択件数については、第四期

中期計画期間中に 140 件を目標とする。 

１－８知的財産の取得と活用 

都産技研の成果として蓄積した優れた新技術や技

するオーダーメード型技術支援により、中小企業

の製品開発の段階に応じたきめ 細かい支援を実施

する。  

オーダーメード型技術支援を利用して製品化又は

事業化に至った件数については、2023 年度中 25

件を目標とする。  

 

 

１－５ 基盤研究 

①第四期研究開発戦略に基づき、重点的に取り組

む研究テーマを設定して着実に実施する。 

②多くの中小企業が抱える課題への対応に必要な

研究、市場の拡大が見込まれる分野、 及び社会的

課題解決に資する分野の研究を基盤研究として取

り組む。 

③分野を横断・融合するような技術課題に対し

て、各研究部門で協力し、重点的に取り 組む。  

④基盤研究によって得られた研究成果を、製品

化・事業化及び支援事業、共同研究、外 部資金導

入研究へと発展させる。  

基盤研究の成果を基に、支援事業に発展した件

数、共同研究に発展した件数、外部資金導 入研究

に採択された件数を合わせて、2023 年度中 27 件

を目標とする。 

 １－６ 共同研究 

①基盤研究で得られた研究成果や中小企業や大学

などのアイデアや技術シーズを効率的 かつ効果的

に製品化・事業化へつなげていくため、積極的に

共同研究を実施する。  

②共同研究終了後も、製品化・事業化などの状況

を把握し、支援事業でサポートするな ど、フォ

ローアップを充実させる。 

 

 

１－７ 外部資金導入研究・調査 

①技術開発の要素が大きい経済産業省の提案公募

型事業や科学研究費助成事業などへ積 極的に応募

し、採択を目指す。  

②新領域や萌芽的研究、あるいは未利用外部資金

の調査を行い、申請可能なものを抽出して、積極

的に応募する。  

 

１－８ 知的財産の取得と活用  

①基盤研究や共同研究等の成果を精査し、知的財
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術的知見を、中小企業の技術開発や製品開発に活

かすため、知的財産権の出願を行う。また保有す

る知的財産を積極的に情報発信し、実施許諾の推

進を図る。 

都産技研の知的財産権を中小企業などへ実施許諾

する件数については、第四期中期計画期間中に 35 

件を目標とする。 

産権として出願するとともに、適切に 管理する。  

②外部への積極的 PR 等により、知的財産権の実

施許諾を推進する。 

２ 産業の発展と都民生活の向上を目指したプロジェクト型支援 

２－１新産業創出支援 

都産技研が、これまで培ってきた IoT 、ロボット

技術に 5G を含めた次世代通信技術などを活用す

ることで、成長分野における中小企業の新技術・

新製品開発を支援する。これにより、中小企業の

デジタルトランスフォーメーションを後押しし、

付加価値の高い製品開発やサービス創出を支援す

る。 

また、東京の中小企業が持つ優れた技術を向上・

育成し、国際競争力のある高度なものづくり中

小・ベンチャー企業を支援する。 

 

２－２社会的課題解決支援 

廃プラスチックをはじめとする環境分野や QOL

の向上などの社会的課題の解決に資する分野（ 環

境分野、ヘルスケア分野、食品分野等） における

技術開発や製品化・事業化を促進するための支援

を行う。バイオ基盤技術を活用して、化粧品や食

品などの製品開発を支援する。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、そ

の必要性が顕在化した新しい生活様式に対応した

新技術・新製品の開発を支援する。 

 

２－１ 新産業創出支援 

①「ＤＸ推進センター」において、中小企業のデ

ジタルトランスフォーメーションに対する取り組

み状況を踏まえ、普及啓発や中小企業や大学など

との共同研究を通じ、IoT、ロボット技術などの

社会実装を促進する。 

②中小企業の航空機産業への参入を技術的に支援

するため、「航空機産業支援室」において、試作

部品の技術検証の支援や、航空機に使用される国

際規格に準拠した試験を実施する。 

③ものづくりベンチャーを育成するため、導入し

た機器を活用し、技術面から支援する。 

２－２ 社会的課題解決支援 

①バイオ基盤技術を活用し、「ヘルスケア産業支

援室」を拠点とした中小企業の化粧品などの製品

開発を支援する。 

②食の高品質化、機能性食品、代替食品に関し

て、導入した機器を活用し、フードテックによる

中小企業の製品開発を支援する。  

③パラリンピックのレガシーとして、中小企業の

障害者用具等に関する製品開発を支援する。 

④サーキュラーエコノミーの実現に向けて、中小

企業の循環経済事業への参入を支援するための技

術調査や普及啓発に取り組む。 

⑤コロナ禍後の生活環境を踏まえたデジタルトラ

ンスフォーメーションに関する技術開発を継続す

る。  

３ 中小企業等の新事業展開支援 

３－１多様な連携によるオープンイノベーション

等の促進 

企業の保有技術を分かりやすく発信する機会を都

産技研が提供することによりビジネスマッチング

を活性化し、金融機関など他の支援機関や、豊富

な技術シーズを有する大学や研究機関と協力し

３－１ 多様な連携によるオープンイノベーション

等の促進 

①金融機関など他の支援機関や、豊富な技術シー

ズを有する大学や研究機関と協力して、中小企業

のオープンイノベーションにつながる交流の場や

機会を提供する。 
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て、中小企業のオープンイノベーションを促進す

る取り組みを実施する。 

東京都をはじめとする自治体、中小企業支援機関

などが実施する技術審査に積極的に協力する。 

都産技研が保有していない技術分野に関する相談

などに対し、首都圏公設試験研究機関連携体に参

加している近隣の公設試験研究機関や大学などと

連携を図り、中小企業への技術支援の充実を図

る。 

３－２都産技研の資源やネットワークを活用した

支援 

新製品・新技術開発や、起業・第二創業を目指す

中小企業に対して、製品開発支援ラボの利用を促

進する。 

製品開発支援ラボは、中小企業のニーズに合わせ

運営し、機器利用、依頼試験、オーダーメード型

技術支援、共同研究などの支援メニューも併せて

提供し、製品化・事業化を後押しする。また、都

のスタートアップ支援事業や起業支援機関との連

携により、スタートアップ企業の製品化・事業化

を支援する。 

 

３－３海外展開の促進 

海外市場に進出するための情報やノウハウなどが

不足する中小企業に対して、国際規格などに関す

る相談や動向に関するセミナーを実施する。ま

た、中小企業の海外展開に必要となる国際規格へ

の適合性などについて、企業のニーズに応じたき

め細かい支援を実施する。 

また、今後の市場拡大が期待される海外に展開す

る中小企業に対し、ウェブ会議システムを活用

し、海外現地中小企業への技術支援を充実させ

る。 

中小企業の海外展開に寄与した件数については、

第四期中期計画期間中に 120 件を目標とする。 

②中小企業間連携による継続的な交流活動を通じ

て、技術的課題の解決や新製品・新技術開発を促

進する。 

③東京都をはじめとする自治体、中小企業支援機

関などが実施する中小企業などへの助成や表彰な

どのための技術審査に積極的に協力する。 

④他の公設試験研究機関や大学などと緊密な連携

を図り、相互に補完して中小企業への技術支援の

充実を図る。 

３－２ 都産技研の資源やネットワークを活用した

支援 

①新製品・新技術開発や、起業・第二創業を目指

す中小企業に対して、都産技研の資源が活用でき

る本部と多摩テクノプラザの製品開発支援ラボの

利用を促進する。 

②製品開発支援ラボの入居企業のきめ細かなニー

ズの把握と都産技研がコラボレーションする場を

積極的に提供することにより、製品化・事業化を

支援する。 

③都のスタートアップ支援事業や起業支援機関と

の連携により、スタートアップ企業の製品化・事

業化を支援する。 

３－３ 海外展開の促進 

①中小企業が製品輸出や海外進出を行う際に必要

な海外の法規制や国際規格への適合性などの相談

やセミナーを、対象範囲を拡充し実施する。 

②中小企業の海外展開等に必要となる国際規格適

合性の技術支援などにより、中小企業の海外展開

支援を実施する。 

③海外支援拠点であるバンコク支所と本部などで

オンラインを活用し、海外進出した企業のニーズ

に合わせ、セミナーによる情報提供や相談対応な

どの技術支援を実施する。 

中小企業の海外展開に寄与した件数については、

2023 年度中 24 件を目標とする。 

４ 地域や支所の特色を活かした支援 

４－１支所における支援 

多摩テクノプラザや城東、墨田、城南の各支所で

は、地域の産業特性を踏まえ、本部や各支所との

有機的な連携を図りながら技術支援を実施する。

また、公益財団法人東京都中小企業振興公社（ 以

下、「中小企業振興公社」という。） や大学、

区・市等との連携事業などを通じて、中小企業の

４－１ 支所における支援 

①各地域の産業の変化などを踏まえ、各支所の役

割を検証するとともに、施設の整備を行う。  

②多摩テクノプラザにおいて、複合素材開発サイ

トでは繊維強化複合材料などの開発支援を、EMC

サイトでは車載電子機器や小型モビリティなどの

安全性・信頼性評価やゼロエミッション推進に向
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製品開発や技術的課題の解決を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－２食品産業への支援 

食品技術センターの有する食品技術と都産技研の

有する工業技術の相乗効果により、食品産業に関

わる中小企業支援を強化する。食品産業に関わる

依頼試験、機器利用、研究開発等を実施するとと

もに、新技術・新製品開発、デザイン向上、生産

性向上等による売れる商品開発を支援する。さら

に、中小企業振興公社などとの連携の強化によっ

て商品の販路開拓までを含めた一体的な支援を図

る。また、食の安全・安心の確保や地産地消等の

推進を行っている、都の農林水産業振興部門との

連携も図っていく。 

けた、関連企業・団体との連携・情報共有、人材

育成により開発支援の充実を図る。 

③城東支所では、施設改修により城東地域中小企

業振興センターでの業務を停止する。デジタル技

術を活用した製品デザイン支援の機能を本部に移

し、地域企業の製品開発支援を継続する。 

④墨田支所では、人間工学的評価に基づいた生活

関連製品の開発支援を図る。 

⑤城南支所では、精密加工品を中心とする地域企

業の高品質高付加価値製品の開発支援を図る。 

４－２ 食品産業への支援 

①食品産業に関わる先端技術等を活用し研究開発

や支援業務の充実を図り、食を巡る様々な課題解

決に取り組む。  

②東京都中小企業振興公社や都の農林水産業振興

部門と連携を図り、商品の販路開拓や地域の特色

を活かした商品開発を支援する。 

５ 東京の産業を支える産業人材の育成 

５－１中小企業の中核人材の育成 

最新の技術動向、製品の品質管理や信頼性などに

関するセミナーや実習を取り入れた講習会を開催

する。また、企業現場での技術支援などを通じ、

研究成果や技術シーズ、ノウハウの普及により、

技術力の高い人材を育成する。さらに、受講者の

利便性を向上するため、オンラインによるセミ

ナーなどを開催する。 

５－２次世代を担う人材の育成 

大学、高等専門学校等から研修学生などを受け入

れることにより、産業に関する研究開発を通して

中小企業などにおけるものづくりやサービスの高

度化に貢献できる人材を育成する。 

５－１ 中小企業の中核人材の育成 

①様々な技術分野の最新動向などに関するセミ

ナーや都産技研が有する技術・設備を活用した実

践に役立つ講習会を開催し、中小企業の中核を担

う人材の育成を行う。 

②ライブ配信又はオンデマンド配信などデジタル

化によるセミナーを開催するなど、様々な形式に

よる研修の機会を提供する。 

５－２ 次世代を担う人材の育成 

大学、高等専門学校等から研修学生などを受け入

れ、都産技研が有する技術や高度な設備などを活

用した研究開発の機会を提供する。 

６ 情報発信の推進 

都産技研が主催する研究発表会や施設公開、オン

ラインによるイベント参加など多様な機会を通じ

て、都産技研の研究成果の普及や事業のＰ Ｒ を

行う。 

ウェブサイトや刊行物などの広報媒体を活用し

①2021 年度に策定した「広報戦略」を踏まえ、

ウェブサイト、広報誌、ニュース配信等により研

究開発成果や保有する技術情報を分かりやすく伝

えるよう、内容の充実に努める。紙媒体による広

報誌のデジタル化を進め、迅速かつ幅広い技術情
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て、研究開発の成果を分かりやすく伝える情報の

充実を図り、中小企業に役立つ技術情報を広く・

迅速に提供する。 

アンケートや認知度調査などによる客観的な指標

により情報発信の効果を把握する。また、広報の

専門知識や技能を有する外部人材の効果的な活用

などにより、戦略的な広報活動を推進する。 

情報発信のデジタル化については、オンラインに

よる研究発表会等の実施率を第四期中期計画期間

の最終年度までに 50 パーセント以上、広報誌等

の紙媒体のデジタル化率を最終年度までに 80 

パーセント以上とすることを目標とする。 

報の提供を実施する。 

②研究発表会やイベントへの出展を通じ、都産技

研の研究成果や事業の普及を行う。 

③動画共有サイト、SNS 等を活用し、積極的な情

報発信を行う。また、プレス発表を強化し、メ

ディアからの個別取材にも対応するなど、研究や

支援事業成果を積極的に発信する。 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 組織体制及び運営 

１－１機動性の高い組織体制の確保 

社会経済情勢や中小企業のニーズの変化などに的

確に対応できる機動性の高い執行体制を確保する

ため、地方独立行政法人のメリットを活かし、柔

軟かつ迅速に組織体制の検証を行い、必要な措置

を講じていく。 

１－２適正な組織運営 

事業セグメント毎に投入した経営資源と事業効果

の検証を行うとともに、各事業においても業務時

間分析などを活用し技術支援、研究開発その他の

業務を効率的かつバランスを取りながら実施し、

中小企業に対して質の高いサービスを安定的かつ

継続的に提供できるよう、適正な組織運営を行っ

ていく。 

 

 

１－３職員の確保・育成 

技術革新の著しい産業や技術に対応できるよう、

将来を見据え中長期的な視点に立ち、大学訪問に

加えオンライン説明会への参加やデジタルコンテ

ンツの効果的な活用などにより、研究職員を計画

的に採用する。機動的で柔軟な組織運営に向け重

要な役割を担う事務職員についても、計画的に確

保していく。 

職員一人ひとりの技術支援力の向上を図り、多様

化する中小企業支援ニーズに対応できる幅広い視

野を持つ職員を育成するため、人材育成に関する

計画を策定し、これに基づいて計画的・体系的に

１－１ 機動性の高い組織体制の確保 

①事業動向等を踏まえ組織体制の検証を不断に実

施し、各事業の効率的な執行体制を確保する。 

②既存組織体制にとらわれず、適時プロジェクト

チームを設置するなど、ニーズに柔軟に対応す

る。 

１－２ 適正な組織運営 

①事業別のセグメント管理、業務時間分析等を活

用し、各事業において投入した経営資源と事業効

果を検証する。 

②中小企業に対して高品質な技術支援サービスを

安定かつ継続的に提供できる組織運営を継続す

る。 

③法令等を遵守しつつ業務を行い、都産技研の

ミッションを的確に果たすため、内部統制を推進

し、適正な組織運営を行う。 

１－３ 職員の確保・育成 

①コロナ禍後の産業構造の変化で必要となる技術

開発や中小企業が抱える課題を解決する研究開発

の強化に向け、専門性の高い優秀な研究職員を計

画的に採用する。 

②機動的で柔軟な組織運営に向け、重要な役割を

担う事務職員を計画的に採用する。 

③技術支援力の向上とともに、デジタルトランス

フォーメーションの推進をはじめ、多様化する中

小企業支援ニーズに対応できる職員の育成に向

け、人材育成計画に基づき効果的な研修を計画

的・体系的に実施する。 
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研修などを実施していく。 

また、都産技研としてのデジタルトランスフォー

メーション推進の観点から、計画に基づく研修に

ついては、デジタルメディアによる実施率を第四

期中期計画期間の最終年度まで 60 パーセント以

上とすることを目標とする。 

１－４ライフ・ワーク・バランスの推進 

ライフ・ワーク・バランスを一層推進するため、

多様・柔軟な勤務形態の設定や休暇等の取得促

進、テレワークの活用やフレキシブルな人員配置

などによる効率的な業務遂行などを通し、組織全

体として超過勤務の縮減に努めるとともに、職員

の心身の健康維持と業務の効率性向上の両立を図

る。 

１－５デジタルトランスフォーメーションの推進 

業務のデジタルトランスフォーメーションを推進

する組織を新たに設置し、業務改革の推進や利用

者へのサービスの向上に重点的に取り組む。 

また、支援業務の管理や総務・財務に関する事務

手続きの簡素化・迅速化を図るため、情報システ

ムを再構築し、試験申込など受付窓口の効率化や

成績証明書などの書類の電子化など利用者サービ

スの向上に努めるとともに、事務処理の効率化を

図る。 

 

 

 

 

 

 

１－４ ライフ・ワーク・バランスの推進 

①多様・柔軟な勤務形態の設定や休暇等の取得促

進、テレワークの活用やフレキシブルな人員配置

などにより、効率的な業務遂行を推進する。 

②組織全体として超過勤務の縮減に努めるととも

に、職員の心身の健康維持と業務の効率性向上の

両立を図る。 

 

１－５ デジタルトランスフォーメーションの推進 

①導入した各システムや IT ツールを活用し、業

務のデジタル化及び運営の効率化を図る。 

②導入した受付システムや機器利用予約システム

を活用し、利用者へのサービス向上を推進する。  

③各種支援内容のデータベース化など、デジタル

技術による支援業務実績の整理と活用を行う。 

２ 業務運営の効率化と経費節減 

２－１業務改革の推進 

お客様へのサービスの向上、業務の効率化、経費

の削減等を目的として、業務内容や処理手続きを

見直すなど業務改革を推進し、利用者満足度の向

上を目指す。 

都産技研内部の会議及び委員会のペーパーレスで

の開催率については、第四期中期計画期間の最終

年度までに 80 パーセント以上とすることを目標

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

２－２財政運営の効率化 

標準運営費交付金（ 効率化が困難な経費を除

２－１ 業務改革の推進 

①お客様へのサービスの向上、業務の効率化、経

費の削減等を目的として業務改革を推進し、高い

経営品質の実現や利用者満足度の向上を目指す。 

②コンビニ払いなどによるキャッシュレス化の推

進、電子入札、テレワークやオンライン会議の実

施、会議のペーパーレス化の徹底、各種業務シス

テムの活用などを継続実施し、業務のデジタル化

を促進する。また、外部機関や専門家の活用も含

め業務のアウトソーシングも継続する。 

③コピー用紙調達量について、2025 年度末まで

に 2019 年度比 50％減を目指し、ペーパーレス化

に向け取り組みを強化する。 

都産技研内部の会議及び委員会のペーパーレスで

の開催率については、2023 年度 80 パーセント以

上とすることを目標とする。 

２－２ 財政運営の効率化 

標準運営費交付金（効率化が困難な経費を除
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く。） を充当して行う業務については、中小企業

ニーズの低下した業務の見直し、事務処理の効率

性の向上、自己収入の増加等により、毎年度前年

度比１パーセントの財政運営の効率化を図る。 

く。）を充当して行う業務については、産業構造

の大きな転換やこれらに伴う中小企業ニーズの変

化に基づく業務の見直し、自己収入の増加、事務

処理の効率性の向上を図る。  

３ 財務内容の改善に関する事項 

３－１資産の適正な管理運用 

安全かつ効率的な資金運用管理を推進するととも

に、債権管理を適切に行っていく。 

建物、施設について計画的な維持管理を行うとと

もに、設備機器については校正・保守・点検を的

確に行い、国内規格や国際規格に適合する測定な

どが確実に実施できるよう管理運用する。またこ

れらの利用率が低い場合は、適切な有効活用を

図っていく。 

３－１ 資産の適正な管理運用 

①安全かつ効率的な資金運用管理を推進するとと

もに、債権管理を適切に行う。 

②建物、施設については、計画的な維持管理を行

うとともに、設備機器については校正・保守・点

検を的確に行うことにより国内規格や国際規格に

適合する測定などが確実に実施できるよう管理運

用する。これらの利用率が低い場合は、適切な有

効活用を図る。 

Ⅲ 予算（ 人件費の見積りを含む。） 、収支計画及び資金計画 

第四期中期計画を参照 2023 年度年度計画を参照 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

１ 短期借入金の限度額 

15 億円 

 

１ 短期借入金の限度額 

15 億円 

２ 想定される理由 

運営費交付金の受入れ遅滞及び予見できなかった

不測の事態の発生等により、緊急に借り入れの必

要が生じることが想定される。 

２ 想定される理由  

運営費交付金の受入れ遅滞及び予見できなかった

不測の事態の発生等により、緊急に借り入れの必

要が生じることが想定される。 

Ⅴ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当

該財産の処分に関する計画 

なし 

 

なし 

 

Ⅵ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

なし 

 

なし 

 

Ⅶ 剰余金の使途 

１ 剰余金の使途 

当該中期目標期間の決算において剰余金が発生し

た場合、中小企業支援の充実、研究開発の質の向

上、法人の円滑な業務運営の確保又は施設・設備

の整備及び改善に充てる。 

 

１ 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生した場合、新しい事業

の開始、中小企業支援の充実、研究開発の質の向

上、法人の円滑な業務運営の確保又は施設・設備

の整備及び改善に充てる。 

２ 積立金の使途 ２ 積立金の使途 
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前期中期目標期間の最終年度において、地方独立

行政法人法第 40 条第 1 項又は第 2 項の処理を

行ってなお積立金があるときは、その額に相当す

る金額のうち設立団体の長の承認を受けた金額に

ついて、中期計画の剰余金の使途に規定されてい

る、中小企業支援の充実、研究開発の質の向上、

法人の円滑な業務運営の確保又は施設・設備の整

備及び改善に充てる。 

前期中期目標期間の最終年度において、地方独立

行政法人法第 40 条第 1 項又は第 2 項の処理を

行ってなお積立金があるときは、その額に相当す

る金額のうち設立団体の長の承認を受けた金額に

ついて、中期計画の剰余金の使途に規定されてい

る、中小企業支援の充実、研究開発の質の向上、

法人の円滑な業務運営の確保又は施設・設備の整

備及び改善に充てる。 

Ⅷ その他業務運営に関する事項 

１ 施設・設備の整備と活用 

業務の確実な実施と機能向上のための施設・設備

の整備を計画的に実施する。実施に当たっては、

先端技術への対応や省エネルギー対策を含めた総

合的・長期的観点に立った整備・更新を適切に行

う。 

 

１ 施設・設備の整備と活用 

①業務の確実な実施と機能向上のための施設・設

備の整備を計画的に実施する。都産技研本部のゼ

ロエミッション化に資するため、既設照明の 

LED 化、太陽光発電設備の設置、電気自動車用急

速充電装置の設置を行う。 

②実施に当たっては、必要な財源を適切に確保

し、総合的・長期的観点に立った整備・更新を行

う。 

２ 危機管理対策の推進 

個人情報や企業情報、また製品開発等の職務上知

り得た秘密については、適正な取扱いと確実な漏

洩防止を図るために、全職員を対象に研修を実施

する。 

情報セキュリティ事故を未然に防止するため、職

員への適切な情報提供や研修の実施に加え、シス

テムやソフトウェアの適宜更新など、ヒューマン

エラーによるリスクを低減する技術的対策を講じ

ていく。 

環境保全や規制物質管理、労働安全衛生に関する

法令を遵守し、危険物、毒劇物の管理と取扱い、

災害に対する管理体制を確保するとともに、防災

訓練や職員への意識向上のための研修を実施す

る。震災の発生や新興感染症の流行などに備えた

対応策を必要に応じて見直すとともに、万が一発

生した場合には、被害拡大の防止に向け的確に対

応していく。 

緊急事態への対応方法を防災訓練や研修などで周

知徹底するとともに、通報訓練の実施、スマート

フォンによる職員の安否確認システムの導入な

ど、迅速な情報伝達・意思決定に向け管理体制の

整備を図る。 

 

２ 危機管理対策の推進 

「リスクマネジメントに関する基本方針」に基づ

き、危機管理体制の整備を継続する。 

①個人情報や企業情報、また製品開発等の職務上

知り得た秘密については、適正な取扱いと確実な

漏洩防止に向け、全職員を対象に研修を実施す

る。 

情報セキュリティ事故を未然に防止するため、職

員への適切な情報提供や研修の実施に加え、シス

テムやソフトウェアの適宜更新など、ヒューマン

エラーによるリスクを低減する技術的対策やサイ

バーセキュリティ対策を講じ、個人情報の管理を

徹底する。 

②環境保全や規制物質管理、労働安全衛生に関す

る法令を遵守し、危険物、毒劇物の管理と取扱

い、災害に対する管理体制を確保するとともに、

防災訓練や職員への意識向上のための研修を実施

する。 

③震災の発生や新興感染症の流行などに備えた対

応策を必要に応じて見直すとともに、万が一発生

した場合には、被害拡大の防止に向け的確に対応

する。 

④緊急事態への対応方法を防災訓練や研修などで

周知徹底するとともに、通報訓練や職員の安否確

認システムを用いた訓練等を実施し、迅速な情報
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伝達・意思決定に向けた管理体制を継続する。 

３ 社会的責任 

３－１情報公開 

運営状況の一層の透明性を確保するため、都産技

研ウェブサイトや刊行物の発行などにより経営情

報の公開に取り組む。 

事業内容や事業運営状況に関する情報開示請求に

ついては、規則に基づき迅速かつ適正に対応す

る。 

３－２環境への配慮 

法人の社会的責任を踏まえ、SDGs（持続可能な

開発目標）を意識し、省エネルギー対策の推進、

CO2削減等、環境負荷の低減や環境改善に配慮し

た業務運営を行う。 

３ 社会的責任 

３－１ 情報公開 

運営状況の一層の透明性を確保するため、都産技

研ウェブサイトや刊行物の発行などにより経営情

報の公開に取り組む。 

事業内容や事業運営状況に関する情報開示請求に

ついては、規則に基づき迅速かつ適正に対応す

る。 

３－２ 環境への配慮 

法人の社会的責任を踏まえ、SDGs（持続可能な

開発目標）を意識し、省エネルギー対策の推進、

CO2削減等、環境負荷の低減や環境改善に配慮し

た業務運営を行う。 

４ 内部統制によるガバナンス強化とコンプライア

ンスの推進 

内部統制の仕組みを有効に機能させるため、規

程・内規・業務マニュアルの再編整備をすすめ

る。また、情報システムを活用した情報伝達・情

報共有の仕組みを導入するとともに、コンプライ

アンス確保のため、倫理・コンプライアンスの研

修や倫理審査を実施する。都民から高い信頼性を

得られるよう、「地方独立行政法人東京都立産業

技術研究センター憲章」等を踏まえ、法令遵守を

徹底するとともに、職務執行に対する中立性と公

平性を確保しつつ、高い倫理観を持って業務を行

う。 

※ 数値目標については、社会経済情勢等の急激な

変化が起きた場合、適宜見直しを検討する。 

４ 内部統制によるガバナンス強化とコンプライア

ンスの推進 

①内部統制の仕組みを有効に機能させるため、規

程類の点検、整備を行う。 

②内部監査、業務点検の監査項目を適切に設定す

る。 

③コンプライアンスガイドを研修などにおいて活

用することで、職員の意識を向上させる。 

 

7 持続的に適正なサービスを提供するための源泉 

（１）ガバナンスの状況 

都産技研は、役員（監事を除く。）の職務の執行が法、地方独立行政法人東京都立産業技術研究

センターに係る地方独立行政法人法に規定する重要な財産を定める条例（平成 17 年東京都条例第

158 号 ）、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターに係る地方独立行政法人法第五十九条

第二項に規定する条例で定める内部組織を定める条例、定款及びその他の法令に適合することを確

保するための体制並びにその他法人の業務の適正を確保するための体制を整備するとともに、継続

的にその見直しを図っている。 

 また、内部統制に推進に関して、次に掲げる事項を定めた規程等を整備している。 

・  役員を構成員とする内部統制に関する委員会等の設置 

・  内部統制を担当する役員の決定 

・  法人における内部統制を推進する組織の指定及び推進責任者の指定 

・  多摩テクノプラザ及び各支所における内部統制推進責任者等の指定 
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・  内部統制を担当する役員、内部統制を推進する組織及び推進責任者間における報告会の実施 

・  内部統制を担当する役員から内部統制委員会等への報告及び改善策の検討 

・  内部統制を担当する役員と職員等との面談の実施 

・  内部統制を担当する役員によるモニタリング体制の運用 

・  内部統制を推進する組織におけるモニタリング体制の運用 

・  内部統制に関する研修会の実施 

・  コンプライアンス違反等の事実発生時における対応方針、是正措置及び再発防止策の決定 

・  反社会的勢力への対応方針等 

・  関係各部署の業務手順の作成（標準業務手順、マニュアル整備等） 

 

（２）役員等の状況 

①役員の状況 

役員の定数は、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター定款により、理事長 1 人、理事

2 人以内、監事 2 人以内。 

役員の任期は 2 年。再任されることができる。 

役職・氏名 任期・担当 経歴 

理事長 

 黒部 篤 
【任期】 

2022年 4 月 

～2024年 3月 

 

1979 年：東京大学 理学部 物理学科 卒業 

1984 年：東京大学大学院 理学系研究科 物理学専攻 博士課程 修

了 理学博士 

1984 年：株式会社東芝 総合研究所 入社 

1991 年：英国 Toshiba Cambridge Research Centre 研究員 

英国 Cambridge 大学 Cavendish 研究所 客員研究員 

2000 年：株式会社東芝 研究開発センター ＬＳＩ基盤技術ラボラ

トリー室長 

2010 年：株式会社東芝 セミコンダクター＆ストレージ社 

半導体研究開発センター センター長 

2013 年：株式会社東芝 研究開発センター 理事 

2014 年：国立研究開発法人科学技術振興機構 

戦略的創造研究推進事業（ＣＲＥＳＴ） 

「二次元機能性原子・分子薄膜の創製と利用に資する基盤技術の

創出」研究総括 

2016 年：株式会社東芝 研究開発センター 首席技監(常務待遇) 

2020 年：株式会社東芝 退職 

2020 年：株式会社東芝 特別嘱託（2021 年まで） 

2020 年：東京大学 総長室アドバイザー（2021 年まで） 

2021 年：東京大学 産学協創アドバイザー（2022 年まで） 

2021 年：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機

構 技術委員（2022 年まで） 

2022 年：（地独）東京都立産業技術研究センター 理事長 
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役職・氏名 任期・担当 経歴 

理事 

角口 勝彦 
【任期】 

2023年 4 月 

～2025年 3月 

【担当】 

研究開発本部 

1987 年 3 月：九州大学大学院 博士後期課程 単位取得退学 

1987 年 4 月：九州大学工学部 機械工学科 助手 

1990 年 1 月：九州大学工学部 機械エネルギー工学科 助教授 

（工学博士） 

1994 年 4 月：工業技術院 資源環境技術総合研究所 熱エネルギー

利用技術部熱利用研究室 主任研究官  

2001 年 4 月：（独法）産業技術総合研究所 

エネルギー利用研究部門 熱回生利用研究グループ長  

2004 年 7 月：同 エネルギー技術研究部門 熱利用グループ長 

2006 年 10 月：同 企画本部 総括企画主幹 

2009 年 1 月：同 エネルギー技術研究部門 主幹研究員 

2010 年 10 月：同 エネルギー技術研究部門 副研究部門長 

2012 年 4 月：同 エネルギー技術研究部門 研究部門長  

2014 年 4 月：同 つくばセンター次長、つくば西事業所長(兼務) 

2017 年 4 月：同 関西センター所長 

2021 年 4 月：（地独）東京都立産業技術研究センター 理事 

理事 

 三尾 淳 
【任期】 

2022年 4 月 

～2024年 3月 

【担当】 

デジタル化推

進部、企画

部、総務部、

技術支援本部 

1987 年：芝浦工業大学工学部金属工学科 卒業 

2008 年：茨城大学大学院工学研究科生産科学専攻博士後期課程 

修了 工学博士 

1987 年：東京都立工業技術センター 金属部 

2009 年：（地独）東京都立産業技術研究センター 経営企画本部 

経営企画室 上席研究員 

2010 年：同 開発本部 開発企画室長 

2013 年：同 事業化支援本部 地域技術支援部 城東支所長 

2014 年：同 事業化支援本部 地域技術支援部 主席研究員 

2015 年：同 開発本部 開発第一部長 

2016 年：同 開発本部 プロジェクト事業推進部長 

2021 年：同 開発本部 物理応用技術部長 

2022 年：同 理事 

監事(非常勤) 

 泉澤 俊一 
【任期】 

2022年 10月 

～2023 年度財

務諸表承認日

まで 

1978 年 3 月：東京経済大学 経営学部 卒業 

1981 年 11 月：監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法

人）入社 

2001 年 7 月：有限責任あずさ監査法人代表社員 就任 

2013 年 1 月：泉澤公認会計士事務所 開所 

2014 年 4 月：学校法人早稲田大学パブリックサービス研究所 

招聘研究員 就任 

2019 年 10 月：（地独）東京都立産業技術研究センター 監事 
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役職・氏名 任期・担当 経歴 

監事(非常勤) 

 大串 淳子 
【任期】 

2022年 10月 

～2023 年度財

務諸表承認日

まで 

1984 年 3 月：東京大学 教養学部（国際関係論専攻） 卒業 

1986 年 10 月：ミラノ大学人文学部単年度コース履修  

1998 年 4 月：弁護士登録 

2000 年 1 月：渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所 

（2006 年 1 月シニアパートナー 就任） 

2000 年 10 月：府中市情報公開審査会委員 

2006 年 10 月：法制審議会幹事 

2015 年 5 月：University of Michigan Law School (LL.M) 

2017 年 12 月：カリフォルニア州弁護士登録 

2020 年 10 月：（地独）東京都立産業技術研究センター 監事 

2021 年 6 月：日比谷総合設備株式会社社外取締役 

2023 年 6 月：三菱自動車工業株式会社社外取締役 

 

②会計監査人の氏名または名称及び報酬 

会計監査人は有限責任監査法人トーマツであり、当該監査法人及び当該監査法人と同一のネット

ワークに属する者に対する、当事業年度の当法人の監査証明業務に基づく報酬の額は 13 百万円で

す。また、非監査業務に基づく報酬はありません。 

 

（３）職員の状況（2024 年 3 月 31 日現在。役員除く。）  

①常勤職員 

・職員数：343 名（前事業年度末から 7 名増） 

 ・平均年齢：44.4 歳 

 ・法人への出向者数：2 名 

②非常勤職員 

 ・職員数：49 名 

 

（４）重要な施設等の整備等の状況 

①当事業年度中に完成した主要な施設等 

特になし 

②当事業年度において継続中の主要な施設等の新設・拡充 

特になし 

③当事業年度中に処分した主要な施設等 

特になし 

 

（５）純資産の状況 

①資本金の額及び出資者ごとの出資額 

（単位：百万円） 

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

地方公共団体出資金 28,051 - - 28,051 

 

②目的積立金の申請状況、取崩内容等 

 特になし 
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（６）財源の状況 

①財源の内訳 

（単位：百万円）      

区分 金額 構成比率（％） 

収入   

 運営費交付金 8,635 89.04% 

 施設整備費補助金 2 0.02% 

 自己収入 1,060 10.94% 

 積立金取崩 - - 

合計 9,698 100.00% 

※百万円未満切捨のため、合計と一致しないことがある。 

 

②自己収入に関する説明 

都産技研では、1,060 百万円の自己収入を得ています。この自己収入の全体の 59%（629 百万

円）は事業収入であり、主に依頼試験や機器利用で得た収入です。事業収入以外の自己収入には、

補助金収入 46 百万円（全体の 5%）、外部資金研究費等 56 百万円（同 5%）、その他収入 328 百万

円（同 31%）があります。 

 

（７）社会及び環境への配慮等の状況 

都産技研は、都産技研憲章において、以下に挙げる社会及び環境への配慮の方針に関わる基本理念

を定めている。 

－私たちの使命－ 

産業を担う東京の中小企業を科学技術で支え、すべての人々の生活に貢献することが私たちの

使命です 

－私たちの理想－ 

地球を取り巻く課題を常に意識し、未来を見つめ、日々の努力と英知をもって果敢に挑みつづ

けることが私たちの理想です 

－私たちの信条－ 

すべての人々の喜びと安心を大切にし、豊かな創造力と優れた技術に基づく公正なサービスを

提供することが私たちの信条です 

また、基本理念の精神を実現するために、行動指針・行動基準を定めている。 

 

 

8 業務運営上の課題・リスク及びその対応策 

（１）リスク管理の状況 

 都産技研は、業務実施の障害となる要因を事前にリスクとして識別、分析及び評価し、当該リス

クへの適切な対応を可能とする所要の規程等を整備している。当該規程等には、次に掲げる事項を

定めている。 

・  コンプライアンス推進委員会の設置 

・  業務ごとの業務フローの認識及び明確化 

・  業務フローごとに内在するリスク因子の把握及びリスク発生原因の分析 

・  把握したリスクに関する評価 

・  リスク顕在時における広報体制及びマニュアルの整備 
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・  具体的な研究内容など専門的知見を要する広報におけるマニュアルの整備 

・  保有施設の点検及び必要な補修等 

・  事故・災害等の緊急時に関する事項 

・  防災業務計画及び事業継続計画の策定並びに計画に基づく訓練等の実施 

・  事故・災害時の対策本部の設置、構成員の決定 

・  事故・災害時の初動体制の構築及び情報収集の迅速な実施  

 

（２）業務運営上の課題・リスク及びその対応策の状況 

「リスクマネジメントに関する基本方針」に基づき、危機管理体制の整備を継続した。 

①個人情報や企業情報、また製品開発等の職務上知り得た秘密については、適正な取扱いと確実な

漏洩防止に向け、全職員を対象に研修を実施した。情報セキュリティ事故を未然に防止するため、

職員への適切な情報提供や研修の実施に加え、システムやソフトウェアの適宜更新など、ヒューマ

ンエラーによるリスクを低減する技術的対策を講じた。 

②環境保全や規制物質管理、労働安全衛生に関する法令を遵守し、危険物、毒劇物の管理と取扱

い、災害に対する管理体制を確保するとともに、防災訓練や職員への意識向上のための研修を実施

した。 

③震災の発生や新興感染症の流行などに備えた対応策を必要に応じて見直した。 

④緊急事態への対応方法を防災訓練や研修などで周知徹底するとともに、通報訓練の実施、スマー

トフォンによる職員の安否確認システムの導入など、迅速な情報伝達・意思決定に向けた管理体制

を継続した。 

 

9 業績の適正な評価の前提情報 

 

 

 

都産技研は、右図に示すように、技術支援・研究開

発・戦略的支援・交流連携・地域支援という様々な事業

を通じて、東京都や大学等とも連携しながら、中小企業

の支援を推進している。 

 以下に、令和 5 年度の事業業績について概略を記す。 

 

 

 

 

１）活発な活動を支える障害者用具等研究開発推進事業の開始 

障害者の社会参加と共生社会の実現のために、日常の活発な活動を支える障害者等向けの新製品･新

技術の開発について、公募型共同研究を 2 テーマ実施した。 

 

２）サーキュラーエコノミーへの転換支援事業の開始 

サーキュラーエコノミー実現のため、中小企業を対象とした技術動向・技術潮流の調査を行い、今

後向かうべき方向性を示すナビゲーションマップを作成した。また、オンラインセミナーを開催

し、公募型共同研究の募集を開始した。 
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３）例月給与改定 

多くの民間企業、公務員等が賃上げを行う社会情勢の中で、都産技研でも人事院勧告及び東京都人

事委員会勧告を踏まえて、初任給を始め若年層に重点を置いた例月給与の改定を独法化後初めて実

施した（例 初任給１万円引上げ）。 

 

１ 中小企業の技術的課題の解決や事業化を見据えた総合的支援 

○技術相談 

・来所、電話、デジタル媒体等による技術相談を都産技研全体で 59,000 件実施した。 

・技術相談のデジタル化を推進し、デジタル媒体を使用した技術相談を 23,653 件実施した（全相談

件数の 40％）。 

○依頼試験、機器利用 

・依頼試験と機器利用を都産技研全体で 274,088 件実施した。 

・依頼試験、機器利用のアウトカム調査による目的達成度は、両方とも 97％以上の高い水準を維持

した。 

○オーダーメード型技術支援 

・オーダーメード型技術支援を都産技研全体で 607 件実施した。 

・オーダーメード型技術支援を利用して製品化・事業化に至った件数は 22 件であった。 

○基盤研究 

・東京の産業を牽引する研究（11 テーマ）、創出する研究（23 テーマ）、支える研究（21 テー

マ）に分類して、計 55 テーマの基盤研究を実施した。 

・基盤研究の成果を基に、支援事業、共同研究、外部資金導入研究へ 32 件成果展開した。 

・基盤研究を中心に、各研究から得られた成果の普及を推進し、学協会等での成果発表は 289 件で

あった。 

○共同研究 

・中小企業等との共同研究を新たに 18 テーマ実施した。 

・共同研究の実施により製品化・事業化に至った件数は 19 件であった。 

○外部資金導入研究・調査 

・外部資金導入研究を 91 件実施した。提案公募型事業へ積極的に応募し、新規に採択された件数は

50 件であった。 

○知的財産の取得と活用 

・知的財産出願件数は 27 件、知的財産登録件数は 41 件であった。 

・ウェブサイトやイベントでの知的財産権のシーズの発表、マッチングを実施し、新たに 12 件の実

施許諾をした。 

 

２ 産業の発展と都民生活の向上を目指したプロジェクト型支援 

○新産業創出支援 

・「中小企業の 5G・IoT・ロボット普及促進事業」において、公募型共同研究を 18 テーマ、基盤研

究を 8 テーマ、共同研究を 3 テーマ実施した。 

・「航空機産業への参入支援事業」において、テーマ設定型共同研究を 8 テーマ実施した。 

・「Tokyo ものづくり Movement 事業」において、3D プリンターを活用したものづくりベン

チャー育成のためのアイディアの機能試作支援、事業化を見据えた機能試作から量産試作支援を

行った。また、投資家視点のコンテストを開催し、応募 50 件から 8 者を採択した。採択者への事

業支援を通じ、個人としてのコンテスト採択者から 2 者が起業した。 

○社会的課題解決支援 
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・バイオ基盤技術を活用した「ヘルスケア産業支援事業」において、「ヘルスケア産業支援室」を

拠点として健康分野における中小企業の技術革新及び高付加価値製品の開発を支援した。 

・「食品技術センター」を拠点としたフードテックによる中小企業支援事業において、技術支援を

実施するとともに、基盤研究 5 テーマ、公募型共同研究 2 テーマを実施した。ライブ配信セミ

ナーを 3 回開催した。 

・「活発な活動を支える障害者用具等研究開発推進事業」を開始した。 

・「サーキュラーエコノミーへの転換支援事業」を開始した。 

 

３ 中小企業等の新事業展開支援 

○多様な連携によるオープンイノベーション等の促進 

・オープンイノベーションを促進する取り組みとして、「東京イノベーション発信交流会 2024」を

開催し、ブース展示、出展企業によるプレゼンテーション等を行い、248 名の参加があった。 

・技術審査は、都、区市等からの依頼に基づき、87 事業、4,654 件を実施し、中小企業の優秀製

品、優秀技術の発掘に寄与した。 

○都産技研の資源やネットワークを活用した支援 

・製品開発支援ラボは、本部 19 室、多摩テクノプラザ 5 室の計 24 室について 99.6%の入居率で、

新製品・新技術の開発を目指す中小企業を支援した。事業化・製品化実績は 19 件であった。 

・製品開発支援ラボ入居企業が都産技研等からの情報提供を活用し、種々の製品・研究開発助成事

業への採択や表彰を受けた。 

○海外展開の促進 

・広域首都圏輸出製品技術支援センター（MTEP）事業において、技術相談を 820 件、実地技術支

援を 2 件実施した。 

・中小企業の海外展開に寄与した件数は 55 件であった。 

 

４ 地域や支所の特色を活かした支援 

○支所における支援 

・多摩テクノプラザにおいて、モビリティ産業を支援するための機器整備を行い、電気安全性・信

頼性評価等の技術支援を実施した。 

・城東支所は、施設改修に伴い業務を停止。本部に活動拠点を移し、プロダクトデザイン支援を実

施した。 

・墨田支所において、快適性・安全性評価に基づいた支援を実施した。 

・城南支所において、計測用 X 線 CT 装置や表面粗さ・形状測定機等の精密測定機器を整備し、地

域企業の高付加価値製品の開発を支援した。 

○食品産業への支援 

・統合後 3 年目となる食品技術センターにおいて、本部相談支援係や異なる研究グループとの連携

といった統合による相乗効果を発揮し、技術支援や研究開発を着実に実施した。 

 

５ 東京の産業を支える産業人材の育成 

・技術セミナー及び講習会をリアル開催、オンデマンド配信により 125 件開催した。異なるレベ

ル、内容のセミナー・講習会を設定することで、組み合わせによって、受講者の理解度に合わせ

られるよう配慮した。 

・技術習得や研究を目的とした研修学生の受け入れ（8 機関 21 名）、高度な専門知識を持つ職員の

講師派遣（39 機関 53 名）を実施した。 
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６ 情報発信の推進 

・都産技研を一般の方にわかりやすく紹介することを目的として、メディアプラットフォーム

「note」に記事の掲載を開始した。 

・「TIRI クロスミーティング 2023」をリアル開催・オンデマンド配信によるハイブリッド形式で

実施した（来場者・登録者数：548 名）。 

・「TIRI NEWS」、YouTube、メールマガジンなどでの情報発信について、 X（旧 Twitter）を活

用し、更新情報をリアルタイム発信した（YouTube：チャンネル登録者数 2,688 名、X（旧

Twitter）：フォロワー数 3,984 名）。 

 

７ 都産技研の組織運営 

・施設利用者の安全確保に向けたガイドラインを新規作成した。 

・デジタル化実証プロジェクトにおいて、職員の自発的な DX 化活動を推進し、電子ロッカー導入

等を行った。 

・本部執務室の自動ドアの導入によるバリアフリー化等、本部と支所の計画的な施設整備・修繕を

実施した。 

・労働災害防止に向け、外部講師を活用した安全教育を新たに実施した。 

 

10 業務の成果と使用した資源との対比

（１）自己評価 

 

評価項目 令和５年度 セグメント 

1  技術相談 B 

総合的支援 

2 依頼試験・機器利用 A 

3 オーダーメード型技術支援 B 

4 基盤研究 A 

5 共同研究 S 

6 外部資金導入研究・調査 S 

7 知的財産 A 

8 新事業創出支援 S 
プロジェクト型支援 

9 社会的課題解決支援 A 

10 オープンイノベーション B 

新事業展開支援 11 製品開発支援ラボ等 A 

12 海外展開支援 A 

13 支所における支援 B 
総合的支援 

14 食品産業への支援 B 

15 産業人材育成 A 産業人材育成 

16 情報発信の推進 A 情報発信 

17 組織体制及び運営、効率化 A 法人共通 

その他 18 適正な資産管理等 B 
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19 その他業務運営 B 

20 内部統制 B 

 

評定の説明 

Ｓ 年度計画を大幅に上回って実施している 

Ａ 年度計画を上回って実施している 

Ｂ 年度計画を概ね順調に実施している 

Ｃ 年度計画を十分に実施できていない 

Ｄ 業務の大幅な見直し、改善が必要である 

 

各セグメントの行政コスト 

（単位：百万円） 

総合的支援 プロジェク

ト型支援 

新事業展開

支援 

産業人材育

成 

情報発信 法人共通 その他 

2,717 2,464 119 55 133 4,110 203 

 

（２）当中期目標期間における設立団体の長による過年度の総合評定の状況 

 

令和 3 年度 業務実績評価 全体評価 

中期計画の達成に向け、『優れた業務の進捗状況にある』。 

 

令和 4 年度 業務実績評価 全体評価 

中期計画の達成に向け、『優れた業務の進捗状況にある』。 

 

東京都の評価基準 

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの評価に関する基準 

29 産労商創第 2697 号 

平成 30 年 3 月 28 日 

改正 3 産労商創第 676 号 

令和 3 年 7 月 1 日 

 

全体評価は、記述による総合評価を行う。 

全体評価を行うに当たっては、項目別評価を基礎とし、政策上の要請等、法人全体の評価

に影響を与える事象等を加味して評価を行う。 

 

 

評 語 

～特筆すべき業務の進捗状況にある 

～優れた業務の進捗状況にある 

～着実な業務の進捗状況にある 

～業務の進捗状況に遅れが見られる 

～業務の進捗状況に大幅な遅れが見られ、業務の改善が必要 
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11 予算と決算との対比 

（単位：百万円） 

区分 予算額 決算額 差額理由 

収入    

 運営費交付金 5,691 8,635 （注 1） 

 施設整備費補助金 - 2 （注 2） 

 自己収入 1,127 1,060  

 積立金取崩 - -  

計 6,818 9,698  

支出    

 業務費 5,060 6,865 （注 1） 

 一般管理費 1,758 2,164 （注 3） 

計 6,818 9,030  

※百万円未満切捨のため、計と一致しないことがある。 

※詳細については、決算報告書を参照。 

（注 1）主に特定事業のための特定運営費交付金が交付されたため、予算額に比して決算額が多額

となっている。 

（注 2）施設整備費補助金が交付され、本部中央監視室空調機修繕工事を行ったため、予算額に比

して決算額が多額となっている。 

（注 3）主に当期初めに業務部門と管理部門の整理があり、人件費のうち一般管理費に該当する割

合が増加したため、予算額に比して決算額が多額となっている。 

 

12 要約した財務諸表 

（１）貸借対照表 

（単位：百万円） 

資産の部 金額 負債の部 金額 

流動資産 

  現金及び預金（＊１） 

  その他 

固定資産 

  有形固定資産 

  その他 

4,948 

4,388 

560 

28,530 

25,533 

2,996 

流動負債 

  運営費交付金債務 

  引当金 

  その他 

固定負債 

  資産見返負債 

  引当金 

4,656 

2,545 

222 

1,888 

6,772 

4,607 

2,165 

負債合計 11,429 

純資産の部（＊２）  

資本金 

資本剰余金 

利益剰余金 

28,051 

△6,295 

292 

純資産合計 22,049 

資産合計 33,478 負債純資産合計 33,478 

※金額は科目ごとに百万円未満を切り捨てているため、合計と一致しないことがある。 
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（２）行政コスト計算書 

（単位：百万円）   

 金額 

損益計算書上の費用 9,159 

  経常費用（＊３） 9,154 

  臨時損失（＊４） 5 

その他行政コスト（＊５） 645 

行政コスト合計 9,804 

※百万円未満切捨のため、合計と一致しないことがある。 

 

（３）損益計算書 

（単位：百万円）   

 金額 

経常費用（＊３） 9,154 

  業務費 

  一般管理費 

  その他 

5,381 

3,771 

1 

経常収益 9,237 

  運営費交付金収益 

  自己収入等 

  その他 

6,580 

1,001 

1,655 

臨時損失（＊４） 5 

臨時利益 5 

目的積立金取崩額等 - 

当期総利益（＊６） 83 

※百万円未満切捨のため、合計と一致しないことがある。 

 

（４）純資産変動計算書 

（単位：百万円） 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 純資産合計 

当期首残高 28,051 △5,652 209 22,608 

当期変動額 - △642 83 △559 

 固定資産の取得 - 2 - 2 

 その他行政コスト 

（＊５） 

- △645 - △645 

 当期総利益 

（＊６） 

- - 83 83 

 その他 - - - - 

当期末残高（＊２） 28,051 △6,295 292 22,049 

※百万円未満切捨のため、合計と一致しないことがある。 
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（５）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）   

 金額 

業務活動によるキャッシュ・フロー 1,936 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,169 

資金にかかる換算差額 0 

資金増加額 767 

資金期首残高 3,620 

資金期末残高（＊７） 4,388 

※百万円未満切捨のため、合計と一致しないことがある。 

 

（参考）資金期末残高と現金及び預金との関係 

（単位：百万円）   

 金額 

資金期末残高（＊７） 4,388 

定期預金 - 

現金及び預金（＊１） 4,388 

※百万円未満切捨のため、合計と一致しないことがある。 

 

13 財政状態、運営状況及びキャッシュ・フローの状況の理事長による説明情報 

（１）貸借対照表 

（資産） 

2023 年度末現在の資産合計は 33,478 百万円と、前年度末比 399 百万円増（1.2％増）となってい

る。これは、流動資産が前年度比 725 百万円増（17.2％増）となったことが主な要因である。 

（負債） 

2023 年度末現在の負債合計は 11,429 百万円と、前年度末比 958 百万円増（9.2％増）となってい

る。これは、運営費交付金債務が前年度比 582 百万円増（29.7％増）となったこと及び固定負債が

前年度比 317 百万円増（4.9％増）となったことが主な要因である。 

（利益剰余金） 

2023 年度利益剰余金は 292 百万円で、その内訳は前中期目標期間繰越積立金 72 百万円、目的積立

金 74 百万円、積立金 62 百万円、当期未処分利益 83 百万円である。 

 

（２）行政コスト計算書 

（損益計算書上の費用） 

2023 年度の損益計算書上の費用は 9,159 百万円と、前年度比 1,879 百万円減（17.0％減）となっ

ている。これは臨時損失が前年度比 2,113 百万円減（99.8%減）となったことが主な要因である。

前期の臨時損失には、会計基準改訂に伴う賞与引当金繰入と会計基準改訂に伴う退職給付費用の合

わせて 2,117 百万円が含まれていた。 

 

（３）損益計算書 

（経常費用） 

2023 年度の経常費用は 9,154 百万円と、前年度比 234 百万円増（2.6％増）となっている。これ

は、業務費が前年度比 94 百万円増（1.8％増）、一般管理費が前年度比 156 百万円増（4.3％増）
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となったことが主な要因である。 

（経常収益） 

2023 年度の経常収益は 9,237 百万円と前年度比 321 百万円増（3.6％増）となっている。これは、

運営費交付金収益が前年度比 281 百万円増（4.5％増）となったことが主な要因である。 

（当期総損益） 

上記経常費用及び経常収益の状況により、2023 年度の当期総利益は 83 百万円と、前年度比 0 百万

円増（0.6％増）となっている。 

 

（４）純資産変動計算書 

（純資産） 

2023 年度末現在の純資産は 22,049 百万円と、前年度末比 559 百万円減（2.5％減）となってい

る。これは、その他行政コストにより資本剰余金が前年度比 645 百万円減となったことが主な要因

である。 

 

（５）キャッシュ・フロー計算書 

（業務活動によるキャッシュ・フロー） 

2023 年度の業務活動によるキャッシュ・フローは 1,936 百万円と、前年度比 154 百万円増（8.6％

増）となっている。これは、運営費交付金収入が前年度比 304 百万円増（3.7％増）となったこと

が主な要因である。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

2023 年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△1,169 百万円と、前年度比 38 百万円増（3.2％

増）となっている。これは、有形固定資産の取得による支出が前年度比 198 百万円増（24.4％

増）、無形固定資産の取得による支出が前年度比 235 百万円減（59.7％減）となったことが主な要

因である。 

 

14 内部統制の運用に関する情報 

（１）内部統制関連規程等の点検、整備 

内部監査の実施結果や業務事故報告の内容などを踏まえ、規程やその運用に関して内部監査室によ

る点検を実施し、一部の規程の改正と運用の見直しを行った。 

 

（２）他団体と連携した内部統制の取組み実施 

都が設立した地方独立行政法人である東京都立大学、東京都健康長寿医療センター、都産技研のコ

ンプライアンス担当者間で連絡会を開催し、各法人における内部統制の取り組み状況等について意

見交換を実施した。 

 

（３）内部監査、業務点検の監査項目の設定 

・内部監査計画を設定した。 

・チェックシートを活用して監査の質を確保した。 

 

（４）監査計画に基づく監査の実施 

 1) 内部監査 

2) 固定資産実査 

 3) 個人情報保護管理監査・特定個人情報等取扱監査 
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 4) 在席監査 

 

（５）職員のコンプライアンス意識を向上させる取り組み 

 1) コンプライアンスガイドの更新と研修実施 

 2) 利益相反マネジメントに関する申告実施と研修 

3) 事業倫理研修の実施及び事業倫理審査委員会による事業倫理審査 

    a) 事業倫理研修 

    b) 事業倫理審査委員会による審査  

4) 法令遵守徹底のための職員研修 

a)  科学研究費助成事業説明会 

b) コンプライアンス研修 

c) 個人情報保護研修 

5) 研究活動における不正防止への取組み 

6) ハラスメント相談窓口の設置 

7) 内部通報・外部通報制度の運用 

8) 反社会的勢力との関係に対する未然防止への取組み 

 

15 法人の基本情報 

（１）沿革 

1997 年 4 月 東京都立工業技術センターと東京都立アイソトープ総合研究所が合併し、東京都立

産業技術研究所を設置 

2000 年 4 月 東京都立産業技術研究所に東京都立繊維工業試験場を統合 

2006 年 4 月 東京都立産業技術研究所と城東地域中小企業振興センター、城南地域中小企業振興

センター、多摩中小企業振興センターの技術部門を統合するとともに、地方独立行

政法人へ移行し、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターを設置 

2010 年 2 月 八王子支所と多摩支所の機能を集約し、旧都立短大跡地（昭島市）に多摩テクノプ

ラザを開設 

2011 年 3 月 駒沢支所を廃止 

2011 年 10 月 西が丘本部と旧駒沢支所の機能を集約し、臨海副都心青海地区に本部を開設 

2015 年 4 月 タイ王国にバンコク支所を開設 

2016 年 4 月 東京ロボット産業支援プラザを全面オープン 

2018 年 10 月 IoT 支援サイトを開設 

2020 年 4 月 ヘルスケア産業支援室（SUSCARE）開設 

2020 年 11 月 DX 推進センター開設 

2021 年 4 月 食品技術センターを統合 

 

（２）設立根拠法 

地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号） 

 

（３）設立団体の長 

東京都知事（産業労働局 商工部 創業支援課） 
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（４）組織図 

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター組織図 

(2024 年 3 月 31 日現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）事務所所在地 

本  部：東京都江東区青海 2-4-10 

城東支所：東京都葛飾区青戸 7-2-5 

墨田支所：東京都墨田区横網 1-6-1 KFC ビル 12 階 

城南支所：東京都大田区南蒲田 1-20-20 

食品技術センター：東京都千代田区神田佐久間町 1-9 

多摩テクノプラザ：東京都昭島市東町 3-6-1 

バンコク支所：MIDI Building, 86/6, Soi Treemit, Rama IV Road, Klongtoey, Bangkok 10110. 

 

（６）主要な特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の状況 

該当なし。 

 

  

内部監査部 内部監査室 内部監査係
デジタル化推進部 デジタル化推進室 デジタル化企画係／情報基盤係

経営企画室 企画調整係／広報係
開発企画室 研究管理係／外部資金係／知的財産係
プロジェクト企画室 プロジェクト企画係／プロジェクト経理係
連携企画室 産業交流係／技術評価係
バンコク支所
総務課 庶務係／人事給与係
財務会計課 経理係／出納係
環境安全管理室 施設係／安全係

研究開発本部
電気技術グループ 電気応用／高電圧／ＭＥＭＳ
機械技術グループ 機械システム／熱エネルギー加工／金属加工／積層造形
光音技術グループ 音響／光源・照明光放射特性
マテリアル技術グループ 高分子材料／触媒材料／光・材料デバイス／材料合成・特性評価
プロセス技術グループ 表面物性制御／環境負荷計測制御／表面処理
バイオ技術グループ ヘルスケア産業支援／微生物応用
ＩｏＴ技術グループ ＩｏＴソリューション／システム化技術
ロボット技術グループ 機構安全／アプリケーション
通信技術グループ 情報通信／高周波

技術支援本部

技術振興室
相談支援係／技術セミナー係／製品開発支援ラボ係／
輸出製品技術支援センター

実証試験技術グループ 環境試験／電気・温度試験／製品・材料強度／長さ・形状測定
計測分析技術グループ 材料分析／放射線応用

城東支所
管理係／デザイン支援（機械）／デザイン支援（デザイン）
プロダクトデザイン（本部勤務）／ものづくり支援（化学）／
ものづくり支援（電気）

墨田支所 管理係／素材快適性／感覚快適性／身体運動計測
城南支所 管理係／機器分析・環境試験／精密測定／試作加工
食品技術センター 管理係／食品技術
総合支援課 管理係／連携支援係／普及係
電子技術グループ モビリティＥＭＣ／電子応用
複合素材技術グループ 繊維強化複合材料／機能性加工／材料評価計測

総務部

研究開発本部
物理応用技術部

企画部

技術支援本部
多摩テクノプラザ

技術支援本部
地域技術支援部

技術支援本部
技術支援部

研究開発本部
情報システム技術部

研究開発本部
機能化学材料技術部
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（７）主要な財務データの経年比較 

（単位：百万円） 

区分 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

資産 32,170 32,827 31,085 33,079 33,478 

負債 7,237 7,054 7,816 10,470 11,429 

純資産 24,933 25,773 23,268 22,608 22,049 

行政コスト    11,695 9,804 

（行政サービス実施

コスト） 

8,824 8,174 8,371   

経常費用 8,502 8,119 8,176 8,920 9,154 

経常収益 8,579 8,123 8,229 8,915 9,237 

当期総利益 76 1,516 53 83 83 

※百万円未満切捨のため、合計と一致しないことがある。 

※2022 年度より、改訂後の「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注

解」（令和４年８月３１日改訂）並びに「『地方独立行政法人会計基準』及び『地方独立行政法人

会計基準注解』に関する Q&A」（令和４年９月最終改訂）を適用して、行政コストを記載。2021

年度までは行政サービス実施コストを記載。 

 

（８）翌事業年度に係る予算、収支計画及び資金計画 

①予算 

（単位：百万円）   

区別 合計 

収入  

 運営費交付金 5,435 

 施設整備費補助金 - 

 自己収入 1,130 

 積立金取崩 - 

計 6,565 

支出  

 業務費 4,862 

 一般管理費 1,703 

計 6,565 

※本表は 2024 年度年度計画に基づいて作成しており、詳細は年度計画を参照。 
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②収支計画 

（単位：百万円）   

区別 合計 

費用の部 7,319 

  経常費用 7,319 

   業務費 4,438 

   一般管理費 1,703 

   減価償却費 1,178 

収入の部 7,319 

  経常収益 7,319 

   運営費交付金収益 5,011 

   事業収益 723 

   外部資金研究費等収益 100 

   補助金等収益 - 

   その他収益 307 

   資産見返運営費交付金等戻入 1,170 

   資産見返補助金等戻入 6 

   資産見返物品受贈額戻入 - 

   資産見返寄附金等戻入 2 

純利益 - 

総利益 - 

※本表は 2024 年度年度計画に基づいて作成しており、詳細は年度計画を参照。 

 

③資金計画 

（単位：百万円）   

区別 合計 

資金支出 6,565 

 業務活動による支出 6,141 

 投資活動による支出 424 

  

資金収入 6,565 

業務活動による収入 6,565 

  運営費交付金による収入 5,435 

  事業収入 723 

  外部資金研究費等による収入 100 

  補助金等による収入 - 

  その他の収入 307 

※本表は 2024 年度年度計画に基づいて作成しており、詳細は年度計画を参照。 
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16 参考情報 

（１）要約した財務諸表の科目の説明 

①貸借対照表 

現金及び預金：現金、預金 

その他（流動資産）：棚卸資産、前渡金、前払費用、未収収益等 

有形固定資産：土地、建物、機械装置、車両、工具など、独立行政法人が長期にわたって使用又は

利用する有形の固定資産 

その他（固定資産）：有形固定資産、投資有価証券以外の長期資産で、特許権、商標権、著作権な

ど、具体的な形態を持たない無形固定資産等が該当 

標準運営費交付金債務：地方独立行政法人の業務を実施するために地方公共団体から交付された運

営費交付金のうち、未実施の部分に該当する債務残高 

引当金（流動負債）：将来の特定の費用又は損失を当期の費用又は損失として見越し計上するもの

で、賞与引当金が該当 

その他（流動負債）：未払金、未払費用、預り金等 

資産見返負債：中期計画の想定の範囲内で、運営費交付金により、又は補助金等の交付の目的に従

い、若しくは寄附金により寄附者の意図等に従い償却資産を取得した場合に計上さ

れる負債 

引当金（固定負債）：将来の特定の費用又は損失を当期の費用又は損失として見越し計上するもの

で、退職給付引当金が該当 

資本金：地方公共団体からの出資金など、独立行政法人の会計上の財産的基礎を構成するもの 

資本剰余金：地方公共団体から交付された施設費や寄附金等を財源として取得した資産に対応する

地方独立行政法人の会計上の財産的基礎を構成するもの 

利益剰余金：地方独立行政法人の業務に関連し発生した剰余金の累計額 

 

②行政コスト計算書 

損益計算書上の費用：損益計算書における経常費用 

その他行政コスト：地方公共団体から交付された施設費等を財源として取得した資産の減少に対応

する、地方独立行政法人の実質的な会計上の財産的基礎の減少の程度を表すもの 

行政コスト：地方独立行政法人のアウトプットを産み出すために使用したフルコストの性格を有す

るとともに、地方独立行政法人の業務運営に関して住民の負担に帰せられるコスト

の算定基礎を示す指標としての性格を有するもの 

 

③損益計算書 

業務費：地方独立行政法人の業務に要した費用 

一般管理費：事務所の賃借料、減価償却費など、地方独立行政法人の管理に要した費用 

その他（経常費用）：雑損等 

運営費交付金収益：地方公共団体からの運営費交付金等のうち、当期の収益として認識した収益 

自己収入等 

その他（経常収益）：資産見返勘定戻入、雑益等 

臨時損失：固定資産の除売却損、減損損失等 

臨時利益：固定資産の売却益、引当金戻入益等 

目的積立金取崩額等：目的積立金や前中期目標期間繰越積立金等の取崩額 
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④純資産変動計算書 

当期末残高：貸借対照表の純資産の部に記載されている残高 

 

⑤キャッシュ・フロー計算書 

業務活動によるキャッシュ・フロー：地方独立行政法人の通常の業務の実施に係る資金の状態を表

し、サービスの提供等による収入、商品又はサービスの購入による支出、人件費支出等が該当 

投資活動によるキャッシュ・フロー：将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活動に係

る資金の状態を表し、固定資産や有価証券の取得・売却等による収入・支出が該当 

資金にかかる換算差額：外貨建て取引を円換算した場合の差額 

 

（２）その他公表資料等との関係の説明 

事業報告書に関連する報告書等として、以下の報告書等を作成している。 

①中期計画 

②年度計画 

③業務実績報告書 

④財務諸表等 


